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４・２５「無駄な公共事業見直しを実現する全国大会」へ！！ 
 
「100年に 1度の大不況」「GNP１２％下落」「株価の暴落」・・・。 
２兆円をばらまいて消費を促す、公共事業の前倒しで仕事を作る・・・・。 
根本的な経済政策はまったく改革される気配がありません。 
こんな対応では「経済政策」と称して、ダム・砂防ダム建設、高速道路・林道建設、ご

み処分場建設、干潟埋め立てなど、自然と地域社会を破壊するだけでまったく不要な事

業に予算がつぎ込まれてしまいます。 
今こそ、無駄な公共事業批判を国民運動として、また、近々予定される衆議院選挙の争

点として、旗を揚げる時と考えます。 
無駄な公共事業を中止に追い込むことを運動として担ってきた仲間たちが結集し、 
ムダな公共事業包囲網づくり	 ＝	 自公政権とともにムダな公共事業にも沈んでもらう	  
を目的にすえた一大集会を開催します。 
 
日	 時：	 2009年 4月 25日《土》	 14時から 16時（2時間） 
場	 所：	 日本教育会館	 ８階	 第一会議室（300名収容） 
          （〒101-0003	 東京都千代田区一ツ橋２‐６‐２	 ＴＥＬ03-3230-2831）. 
内	 容：	 基調講演・野党各党挨拶・市民リレートーク・来場議員紹介・大会宣言 
 
この集会は無駄な公共事業を対象として運動している全国の皆さんに実行委員会結成を

呼びかけ、その準備を進めています。 
実行委員会を構成する団体は、 
環境行政改革フォーラム、全国自然保護連合、日本森林生態系保護ネットワーク、た

たかう住民とともにゴミ問題の解決をめざす弁護士連絡会、道路公害反対運動全国連

絡会、日本環境法律家連盟、渓流保護ネットワーク・砂防ダムを考える、ラムネット

（ラムサールＣＯＰ１０のための日本ＮＧＯネットワーク）、東・東南アジア河川ウ

ォッチ・ジャパン（ＲＷＥＳＡ－Ｊ）、日本湿地ネットワーク、日本消費者連盟（予

定）、水源開発問題全国連絡会（水源連） 
です。（順不同） 

 
チラシを同封しますので皆さん是非、声を掛け合ってご参加ください。 
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４・２５「無駄な公共事業見直しを実現する全国大会」によせて――― 

100 年以上昔の大洪水から 

     「巨大ダム等の無駄な公共事業中止」を訴える 

水源連顧問	 藤田恵 
最近、ドキュメント小説「那賀川の大洪水・辰の水の鉄砲水」（山住國廣著）を読みました。 

これは、徳島の那賀川で 100年以上昔の明治２５年に、今の長安口ダムのほぼ中間付近の高磯山
が台風の豪雨で大崩壊し、その土砂で那賀川が巨大な自然ダムとなり、巨大土石流が起きた記録で

す。ダムの決壊は 3 日後だったため避難の備えも万全で、幸い犠牲者は一人もなかったとあります

（故意に家とともに流された旧士族一家の３人は例外）。これと同じ台風時に徳島の海部川でも保

瀨山の大崩壊で海部川流域を巨大土石流が襲いましたが、那賀川同様に決壊することを見込んで、

鉄砲隊を配置してダム決壊と同時に鉄砲で下流住民に知らせるなどの避難体制が万全で死者０だ

ったと「保瀨切れ」という記録にあります。 
	 古い記録を集めれば、このような昔の大水害の事例は全国に無数にあると思われますが、特に

下流では多くの民家などが流出しても犠牲者無し(山の崩壊時には両記録とも数十人が生き埋めな
ど)というのは、この 2例だけが特異ではないことが推測されます。 
	 勿論、大水害と言っても、昔に比べ流域人口など大幅に増加し、田舎でも都市化している現在

と単純に比較することはできませんが、「巨大土石流が流域を襲っても犠牲はなかた」ことは、上

流に巨大ダム、下流はスーパー堤防という現在の河川管理へ警告を示唆してないないでしょうか。	

つまり、河川工学者や建設官僚がいなくても、地域住民が先祖代々の長い間の経験の積み重ねで「巨

大土石流が流域を襲ってきたら、家の前の川は何時頃どの高さまで水が来るのか、どこまで逃げれ

ば安全か」などを的確に判断できたとことです。	

	 逆に今のように、巨大ダム至上主義、スーパー堤防至上主義のままでは、スーパ堤防を永遠に

造り続けるか、その川の全ての流量を貯め込む、さらに巨大ダムを都市に近くへ造らなければ、大

水害から逃れることは不可能になってしまいます。	

また、これからも上記 2 例のような大規模な山林崩壊は何時どこで起きても不思議ではないし、
山林の荒廃を見るにつけその可能性は全国的に日増しに大きくなっていると考えられます。既に日

本全国の川と言う川は巨大ダムで何重にも埋め尽くされていますので、もし「辰の水」のような土

石流がダム湖やその上流で起きればすべてのダムのゲート等は次々と下流へ向けて一瞬で吹っ飛

び、下流域の都市では何十万人いう膨大な犠牲者が出ることは確実であり正に背筋が凍る思いです。 
自民党政権は不要な巨大ダムの建設などで国家財政の大赤字を垂れ流しながら、一方では構造改

革を叫び、自助自立・受益者負担を押し付け福祉・医療・教育等の社会福祉費・社会保障費を削減

し、土建資本や高額所得者に逆累進税制等を通じて莫大な資金を還元してきました。そのうえ、「100
年に一度の大不況」の名のもとに、麻生政権は既に死に体にも関わらず「緊急経済政策」と称して、

ばら撒き予算を策定しており、不要なダムや砂防ダムの予算のいっそうの増額が危惧されます。何

としても本大会の成功により、「巨大ダム等の無駄な公共事業中止」を多くの人々に訴えることが

今の最重要課題です。 
2009年 3月 18日 

ー2ー



 

 

全国の動きと事務局の活動 
 
水源連便り No.48を発行した 2009年 1月 28日以降の動きを記します。 
 

I  各地の動き  
1.  湯西川ダム訴訟、不当判決 
宇都宮地方裁判所は宇都宮市を被告とする湯西川ダム裁判に対し、１月２８日、原告の全面敗訴とい

うまったく不当な判決を下しました。 
裁判の尋問では県責任者や委員会委員の大学教授を立ち往生させ、内容的にも被告を追い詰めていた

のですが、判決には全く反映されませんでした。 
行政に対して何の注文をつけることもなく、原告の主張を一方的に退けました。 
 

2.  内海ダム再開発事業	 	 内海ダム事業認定→不服審査請求 
2008年 3月 19日に香川県から事業認定申請を受けた四国地方整備局は本来であればその 3ヵ月後に

は処分をすることになっていますが、なんと 11 ヶ月も経過した 2009 年 2 月 6 日に事業認定処分を下
しました。 
事業認定処分を行った際に、その理由・社会資本整備審議会公共用地分科会における審議経過・有識

者に意見を聞いた場合はその回答、を明らかにすることになっています。 
11ヶ月も時間をかけたのだから、「理由」はさぞかし苦悩に満ちたものになっているものと思うのは

大間違いで、まったくひどい内容です。 
治水上・利水上の必要性に関する異論は、科学的な説明をすることなく、ことごとく否定し、起業者

である香川県の言い分をそのまま「県が言っているので」という形で認める内容になっています。 
「説明責任が果たされていない」という指摘に対しては、「事業認定処分の範疇ではない」との居直

り。決して許されるものではありません。 
現地では「事業認定処分は取り消すべし」として、行政不服審査請求の手続きを進めています。 
内海ダム事業認定処分に関する四国地方整備局公表資料は恐れ入りますが、下記のインターネットの

ページ（水源連ホームページの一部）をご覧ください。 
http://www7b.biglobe.ne.jp/~yakkun/suigenrennnope-zi2/kakuti/hojodamu/utinomi/utinomi.htm 
 

3.  設楽ダム	 	

強引な推進→

抗議と即時凍

結申入れ 
設楽ダムの建設中

止を求める会は、「設

楽ダム建設に伴う損

失補償基準協定書」

の調印と「設楽ダム

建設同意に関する協

定書」の調印という

設楽ダム建設事業の

「設楽ダム建設に伴う損失補償基準協定書」の調印と「設楽ダム建設同意に関す

る協定書」の調印 
1	 日時 
平成 21年 2月 5日（木）	 午前 10時から 
2	 場所 
愛知県奥三河総合センター	 講堂	 （設楽町田口字向木屋 2－10） 
3	 調印者 

(1) 	 設楽ダム建設に伴う損失補償基準協定書 
	 	 	 設楽ダム対策協議会長	 	 	 	   大久保	 成一 
	 	 	 国土交通省中部地方整備局長	 	 佐藤	 直良 
	 	 	 設楽町長	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 加藤	 和年（立会人） 
	 	 	 愛知県豊川水系対策本部長	 	 	  西村	 眞	  （立会人） 
(2)	 設楽ダム建設同意に関する協定書 
	 	 	 国土交通省中部地方整備局長	   佐藤	 直良 
	 	 	 愛知県知事	 	 	 	 	 	 	 	 	   神田	 真秋 

	 	 	 	 設楽町長	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 加藤	 和年 
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強引な推進に関して、2月 4日、愛知県・中部地整に抗議および即時凍結の申し入れをしました。 
「設楽ダム建設に伴う損失補償基準協定書」の調印当事者である設楽ダム対策協議会は設楽ダムによ

り直接影響を受ける水没予定住民・水没予定地内に土地を有する地主から構成されていますが、その意

思決定システムはとても民主的といえるものではなく、ダム推進に向けて一方的に運営されているもの

です。 
 

4.  徳山ダム	 	 道路建設協定訴訟	  
徳山ダム建設にやむなく「ダムができてもその上流の所有地に道路をつけること」を条件として同意

を与えた住民が、道路がつけられていないのは約束違反、と訴訟を起こしました。毎日新聞記事を掲載

します。 
毎日新聞	 2009年 1月 29日	 地方版 
徳山ダム（揖斐川町）上流部に向かう道路を建設しないのは約束違反として、旧徳山村民らが水資

源機構と同町を相手取り、公共補償協定の無効確認を求めている訴訟の口頭弁論が２８日、岐阜地

裁（西尾進裁判長）であり、原告の１人で旧村門入地区出身の泉諭さん（６３）＝揖斐川町上南方

＝が意見陳述を行った。 
	 泉さんは、水資源機構が道路の代用として用意した連絡船についても「故郷に行きたい人のため

に定期的に運航されたことは一切ない」と指摘。「故郷へ通じる道がなくなったため、現地にある

望郷広場で住民同士がそろって旧交を温めることができない」と訴えた。【鈴木敬子】 
 

5.  木曽川水系連絡導水路事業	 	 住民監査請求 
「導水路はいらない！愛知の会・準備会」は「木曽川水系連絡導水路事業は流水正常機能の維持でも新

規利水でも必要性がない。本件導水路事業に係る愛知県の費用負担は違法なものであって、愛知県には

負担の義務がなく、負担金を支出すべきではない。」として 
「本件導水路事業の愛知県の費用負担金につき、①支出しない、②国（国土交通省）および

水機構に対する負担義務の不存在の確認請求、③支出されたときは支出職員に対する損害賠

償請求、④その他必要な措置、以上の措置を求める。」  
と、住民監査請求を愛知県に提出しました。 
「ヤマトシジミの生息限界」を理由とした河川維持用水量 50ｍ3／秒、愛知県水道の水需要を満たす

ための 2.3ｍ3／秒の新規利水開発、これらはそもそも科学的根拠のないものです。 
愛知県監査委員がこの請求を認めない場合は、住民訴訟になります。監査委員がこのような請求を認

めた事例はほとんどないのでは?	 住民監査請求制度そのものが主権者である請求者の立場に立った制
度にならない限り、まったく無駄どころか徒労を住民に強いる弊害でしかありません。 

 

6.  石木ダム	 	 	 土地収用法適用をちらつかせる長崎県→断固拒否 
石木ダム建設促進佐世保市民の会（三宅禎太郎会長）と佐世保市は 1月２７日、佐世保市三浦町のア

ルカスＳＡＳＥＢＯで「市民総決起大集会」開催し、参加者は 2,300人、そのうち 390人は市職員であ
ったと報道されています。 
この集会に佐世保市職員が動員されることについて水源連として、抗議の声を佐世保市と長崎県に届

けるべく要請を皆さんにいたしました。皆さんのご協力ありがとうございました。 
石木ダムは佐世保市の水不足対策として構想され、1972 年に予備調査が開始されています。水没予

定地住民は 1975 年に石木ダム建設絶対反対同盟を結成して以来このかた、絶対反対を掲げています。
もちろん長い闘いに疲弊してやむなく同意を与えた方もいますが、現在も十数世帯の皆さんが団結小屋

に集まって「絶対反対」のこぶしをあげています。長い闘争に高齢化が進んでいますが、皆さんの意気

は軒昂です。1982 年には長崎県が強制測量を試みましたが、県職員と機動隊を座り込みで阻止した輝
かしい戦歴を持ち合わせています。 
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（土地若しくは物件の引渡し又は物件の移転の代行及び代執行） 
第 102 条の２	 前条の場合において次の各号の一に該当するときは、市町村長は、起業者の請
求により、土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転すべき者に代わつて、土地若しくは

物件を引き務し、又は物件を移転しなければならない。 
1．土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転すべき者がその責めに帰することができない
理由に因りその義務を履行することができないとき。 
2．起業者が過失がなくて土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転すべき者を確知するこ
とができないとき。 
２	 前条の場合において、土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転すべき者がその義

務を履行しないとき、履行しても充分でないとき、又は履行しても明渡しの期限までに完了す

る見込みがないときは、都道府県知事は、起業者の請求により、行政代執行法（昭和 23年法律
第 43号）の定めるところに従い、自ら義務者のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれをさ
せることができる。物件を移転すべき者が明渡裁決に係る第 85条第２項の規定に基づく移転の
代行の提供の受領を拒んだときも、同様とする。 
 

佐世保市の水事情はある程度厳しいものがありますが、漏水防止や節水施策の強化、小規模水源の手

配などまだまだ努力の余地が残されています。佐世保市はこれらの施策を講じて、石木ダムから撤退す

るべきです。 
長崎県には第 2雪浦ダムと石木ダムという 2つのダム計画を抱えています。第 2雪浦ダムは中止の可

能性が高く、石木ダムについては強行突破の路線を突き進んでいます。石木ダム予定地を行政区域に持

つ川棚町は 2008年 9月に長崎県知事と共に「石木ダム建設促進決起集会」を町職員動員のもとで開い
ています。「当の佐世保市はなにをしとるか」ということで 1月 27日の職員動員決起集会につながりま
した。 
長崎県が土地収用法の適用を検討しているのは明らかです。土地収用法を適用した場合、土地を手に

入れるには、事業認定申請→事業認定処分→収用裁決申請→収用採決→収用→（応じない場合	 強制収

用《代執行》）の手順を踏むことになります。石木ダム水没予定地のダム反対住民は最後まで反対する

ことは明らかなので強制収用（代執行）にならざるを得ません。そうなると座り込む年老いた住民を暴

力的に排除するのでケガ人はおろか死者が出ることが十分予想されます。私たちは反対住民を機動隊の

暴力にさらすことは絶対に避けねばなりません。そのためには長崎県に土地収用法の適用をあきらめさ

せる、長崎県に石木ダムから撤退させることをなんとしてでも獲得しなければならないと考えます。 
以下、石木ダム問題の最近の経過を報じている新聞記事を転載します。 

1 月 26 日 7 時 7 分配信  西日本新聞  
石木ダム建設認可３３年 強制収用の可能性も  
県、佐世保市 反対派説得進まず 

慢性的な水不足に悩む長崎県佐世保市の水資源確保などを目的に同県川棚町に計画された石木ダムが今

年、大きく動きだそうとしている。県は建設に反対する水没予定地の地権者との協議が全く進まない中、

ダム周辺の付け替え道路建設工事に２００９年度から着手する予定で、土地の強制収用手続きに踏み切る

可能性も否定しない。総事業費２８５億円の大規模プロジェクトは国が県の計画を認可してから３３年を

経て、１つの節目を迎える気配を見せている。	 	 	  
谷あいを流れる川に沿って棚田が広がる同町川原（こうばる）地区。川のせせらぎと鳥の声が心地よく響

く。 
「こんな美しい集落が湖底に沈んで二度と見られなくなるなんて考えられない」。水没予定地に住む介護

福祉士の炭谷潤一さん（２７）は生まれ育った古里の風景を見つめ、つぶやいた。 
１９７５年、建設予定地と周辺地区の１２２世帯が石木ダム建設絶対反対同盟を結成。８２年、強制測量

に入った県職員と機動隊を座り込みで阻止しようとして衝突したこともある。（次ページに続く）岩下和

雄さん（６１）は「けられて、投げ飛ばされて、何でこんなことされんといかんのかという思いは今
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も収まらん」と話す。 
３０年余の月日が流れ、移転対象家屋６７戸のうち５４戸は補償費を受け取り移転した。しかし、炭

谷さんや岩下さんたち１３世帯の家族は計画の白紙撤回を求め訴えている。 
 
佐世保市は水不足に長年悩まされてきた。９４‐９５年の渇水時に２６４日間の時間断水を経験し、

２００５年と０７‐０８年にも減圧給水に追い込まれた。 
市水道局によると、安定取水できる水源が少ないため、市内主要６ダムの平均貯水率が８０％を切る

と、たちまち給水制限を検討しなければならない。同市は石木ダムが完成すれば１日４万トンの安定

した水源を確保できるとし「渇水の不安が解消でき、企業誘致もしやすくなる」とダム建設の必要性

を強調する。 
県は昨年、１２年度にダム本体に着工することを明記した事業工程案を公表。金子原二郎知事が朝長

則男市長とともに反対地権者説得のために何度も現地入りするなど、このところ焦りとも見えるよう

な動きを見せる。 
 
建設予定地から移転した元地権者でつくる石木ダム対策協議会は昨年、早期着工を求め、土地収用法

に基づく強制収用を可能にする事業認定を国に申請するように県と佐世保市に要請した。金子知事も、

話し合い路線を強調しつつも「工程表通りに進めたい」と強制収用手続きに入る可能性を否定してい

ない。２７日、市の主催で、金子知事や朝長市長が出席してダム建設推進を訴える総決起大会も開か

れる。 
昨年、熊本県の蒲島郁夫知事が川辺川ダムの建設計画に反対を表明。国土交通省は今月、ダム行政の

あり方を見直す検討委員会を新たに発足させた。しかし石木ダムは今のところストップがかかる様子

はない。 
ダム建設をめぐり行政と住民、さらに住民同士の間に生じた亀裂。反対同盟の岩下さんは「県はダ

ム建設ありきだ。時代に合った利水、治水のあり方を考え直すにはまだ遅くない」と批判。炭谷さん

は「仲間と古里で過ごしたい。ただそれだけなんです」と話している。（山口卓） 

2009/02/24 付  西日本新聞朝刊  
石木ダム計画	 反対派	 面会を直接拒否	 路上で５０人「帰れ」	 知事や市長ら引

き返す  
2009年 2月 24日 01:06 カテゴリー：社会 九州・山口 > 長崎  

	 県が川棚町に計画する石木ダムについて、金子原二郎知事と朝長則男佐世保市長、竹村一義川棚町

長が２３日夜、ダム建設に反対する地権者に面会を求め、同町を訪れたが、反対派の住民など約５０人

が「帰れ、帰れ」などとシュプレヒコールを上げながら、面会指定場所に通じる道路をふさいだため、

金子知事ら３人は約１５分後に面会をあきらめ、引き返した。知事ら３人の面会訪問は昨年１０月と１

２月にも行われたが、いずれも地権者は面会場所に現れなかった。直接拒否されたのは今回が初めて。 
この日、反対派の地権者などでつくる石木ダム建設絶対反対同盟の約５０人は午後６時半ごろから、県

が面会場所に指定していた石木ダム生活相談所から約１００メートル手前の路上に「ダム反対」のゼッ

ケンや鉢巻き姿で集結、「ダム建設見直しを」と書いた横断幕を掲げた。 
	 同５０分ごろ、車で到着した知事らが車から降りて近づいたところ、反対同盟側から「ダム反対」「帰

れ」と怒号が上がった。知事らは「相談所で話し合いましょう」「ここを通してください」と申し出た

が、折り合わなかった。朝長市長は「きょうは残念だ。また来たいと思う」と述べた。 
	 反対同盟の岩下和雄代表（６１）は「知事や市長は『まず建設ありき』の姿勢で、ダムを白紙撤回す

るまで話し合いには応じない。今回の面会も私たちの考えを無視したパフォーマンスだ」と話した。 
	 石木ダム計画をめぐっては、川棚町の移転対象家屋６７世帯のうち５４世（次ページに続く）帯が
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7.  信濃川	 	 JR 東日本の水利権取り消し 
十日町市が JR 東日本に対して宮中ダムにおける取水量の開示請求をしたところ、実に不可解な数値
が並んでいました。取水量も維持法流量として放流する流量もともにそれぞれ降雨があっても変化の

ないまったく同じ数値が書かれていたのです。国交省が是正と報告を求めたところ、2008 年 9 月に
なって、取水量の上限処理（リミッター）をしていたと JRは河川事務所に申告しました。JRはその
作業の中で、更に維持流量の下限設定をしていたことを申告しました。 
つまり、超過取水は頭切りして報告し、維持流量（放流）は下駄をはかせて報告するプログラムを使

っていたのです。 
この悪質な水泥棒に対して流域住民と十日町市から強い抗議と「水利権取り消し要求」が国土交通省

に出されていました。国土交通省は 2009年 3月 10日に水利権取り消し処分をしました。 
少なくともこれからの 1年間は宮中ダムによる取水がなくなるので宮中ダム下流の環境はよみがえり
ます。これを機会に本来の川の姿を今後とも獲得できるように全国から応援したいものです。 
水利権取り消し、ということはあまりないことなので、解説の意味を含めて、二つの新聞報道を掲載

します。 
 

補償費を受け移転。残る１３世帯がダム建設反対を訴え、移転に応じていない。これに対し、県は昨

年７月、２００９年度からダム周辺の付け替え道路工事に着手、１６年度の完成を目指す事業工程表

を作成。金子知事は地権者との話し合いを優先するとしながらも「工程表通り進めたい」と述べ、新

年度がダム計画の正念場になるとの見解を示していた。 
 
 

石木ダム反対派住民（右側）とにらみ合う金子原二郎知事と

朝長則男佐世保市長、竹村一義川棚町長 

 

2009 年 3 月 11 日	 毎日新聞  
石木ダム：建設問題	 佐世保市長、事業認定申請に言及－－３月定例会	 ／長崎 
	 ◇「収用」視野の県に同調 
	 川棚町に建設が計画され、水没地区の住民らが反対している石木ダム問題で、佐世保市の朝長則男市

長は１０日、反対派住民との「話し合いによる早期解決」を目指す意向を改めて示す一方、土地収用法

に基づく事業認定申請について「県と協議したい」と述べ、強制収用を視野に入れる県に同調する考え

を表明した。朝長市長が公式に事業認定申請に言及したのは初めて。【山下誠吾】 
	 市議会３月定例会の一般質問に答えた。朝長市長はまず、反対派住民への「お願い行動」のため２月

に金子原二郎知事らと共に現地に出向いたところ、住民の「帰れコール」を受けて引き返したことに触

れ「話し合いができなかったのは非常に残念」と話した。 
	 その上で、事業認定手続きについて、要望があれば反対派を含めた公聴会が開かれることなどを挙げ

「話し合いの環境作りになることも考えられる」と、申請に積極的な姿勢を示した。 
	 事業認定は、事業の公益性を認定するよう県と市が国交相に申請。認定されれば土地を強制収用でき

る。金子知事は２月の県議会一般質問で、事業認定手続きについて「一つの方法」と答弁。担当部長が

既に作業を進めていることを明らかにした。一方、反対派住民は「県のやり方は話し合いでなく押し付

けだ。団結を固め、絶対反対を貫く」と反発している。 
〔佐世保版〕 
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朝日新聞 2009 年 03 月 11 日  
流れ戻った住民歓声	 宮中ダム水門を開放	 ●ＪＲ東社長「深くおわび」 
	 	 	 ◇ 

	   
 
 

  
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

 

毎日新聞	 2009 年 3 月 1１日  
ＪＲ東：信濃川発電所ストップ	 水利権取り消しで 
	 ＪＲ東日本の信濃川発電所（新潟県十日町市など）が国の許可を上回る水量を不正に取水してい

た問題で、国土交通省北陸地方整備局は１０日、同社の水利権を取り消した。これを受け、ＪＲ東

は発電所の一部である宮中ダムの水門を開いて放流を始め、発電を止めた。地元の漁業関係者など

は、ダム設置以来、サケの遡上（そじょう）や産卵が激減したことを問題視し、損害賠償などを求

める動きが出ている。 
	 水利権取り消しは０７年の東京電力塩原発電所（栃木県）に次いで２例目。 
	 信濃川発電所は、首都圏で運行する電車に電力を供給するなど、同社の使用電力の２３％にあた

る年１４億キロワット時の発電を担っていた。今後、自前の火力発電所の発電量や東電からの購入

量を増やして対応する予定。 
	 この日、同整備局で会見した清野智社長は陳謝したうえで「運賃に跳ね返ることはない」と説明。

将来的には、水利権の再申請をしたうえで発電再開を目指すとみられる。 
	 同整備局の調べでは、同社は０２～０８年に約３億１０００万トンを不正に取水した。さらに、

発電量を上げるなどのための違法建築物が２５０件見つかっている。 
	 一方、「ダムのため下流の水が減り、サケが遡上できなくなった」などと反発してきた地元・

十日町市の農協、漁協、商工会議所などは今月８日、集会を開き、ＪＲ東に対し、謝罪と損害賠償

を求める抗議文を採択、１２日に提出する。【渡辺暢、神田順二】 

信濃川の水を大量に不正取水していた問題で１０日、国土交通省北陸地方整備局から水利権を正式に

取り消されたＪＲ東日本のトップは深々と頭を下げ、直後に宮中ダムのゲートを開けた。信濃川は本

来の流れに戻り、川辺で見守っていた流域住民には歓喜の声が広がった。 
（柄谷雅紀、三浦英之） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
謝罪するＪＲ東日本社長の清野社長（手前） 
＝新潟県中央区美咲町 1丁目の国土交通省 
北陸地方整備局 
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	 ＪＲ東の清野智社長は午後１時、新潟市の同局で取り消し処分に関する命令書を受け取ると、宮中

ダムでの取水を停止し、ゲートを開けるよう担当者に指示した。開門は午後１時２０分ごろから始ま

り、徐々に水位を上げる形で午後５時ごろまで続いた。急激な流量増加による事故などを防ぐため、

社員約８０人が流域周辺の警備にあたった。 
	 清野社長はその後、同局内で記者会見し、「地域の皆様にご迷惑をおかけしたことについておわび

申し上げます」と謝罪。社内処分については「近く正式に発表したい」とした。 
	 取水停止で使用電力の２３％を失うことについては「川崎の火力発電所をフル稼働させ、東京電力

から購入するなどして対応したい」とし、「運賃に跳ね返ることにはならない」と強調。一方で、電

力需要が高まる夏場に電力が不足する可能性については「可能性はゼロではないと申し上げざるを得

ない。ご心配を頂かないよう責任を持ってやっていく」と述べた。 
	 取水許可の再申請については「信頼回復に最大の努力をしている現段階では申し上げにくい」とし、

住民説明会の開催についても「市民の方々へどうお伝えするのが良いのか、十日町市と相談したい」

とした。 
	 宮中ダム周辺では１０人ほどの地元住民が放流を見守った。大島進さん（６５）は「昔はこの川を

船が渡り、小学生の頃はよく泳いだ」と振り返り、「昔は『大川』と呼んでいた。いつの間にか水が

なくなってしまったけど、また『大川』に戻る。うれしい」。近くに住む男性（５３）も「川幅が戻

る。清流に戻る。楽しみだ」と笑顔を見せた。地元・中魚沼漁協の長谷川克一組合長は「非常に喜ば

しいが、話し合いでいくらかゲートを開けてほしかった。犯罪の結果でこうなったことは素直に喜べ

ない」と話した。 
	 「信濃川をよみがえらせる会」の根津東六副会長は「今後この豊かな大河をどう守っていくのか。

これからが大切な時だ」と話した。田口直人・十日町市長は「地域住民の悲願である大河・信濃川が

本来の流れを取り戻したことに深い感慨を覚える。ＪＲ東には違法取水によって被害を受けた市民に

謝罪することを強く求める」と談話を出した。  
	 	 	 ◇ 
●本来の姿へ課題３つ 
《解説》ＪＲ東日本の水利権の取り消しによって、信濃川の流量は一時的に回復した。しかし、数十

年間に及んだ大量取水によって、信濃川や流域はかつての生態系や文化を失っている。豊かな大河本

来の姿を取り戻すには、さらなる努力が必要だ。 
	 大きな課題は三つある。一つ目は、ダムの魚道の整備だ。国の協議会では、ＪＲ東・宮中ダムに設

けられた魚道は、サケやアユが上りにくい構造であることがわかっている。ＪＲ東が取水を止めてい

る間に改善する必要がある。 
	 雪が深い新潟・長野両県にとって、サケは貴重な食糧源だった。信濃川やその上流の千曲川で取れ

たサケは神聖な魚として扱われ、塩引きにして正月に食べる風習もあった。ダム建設前までは、長野

県の松本市や川上村だけでなく、乗鞍高原にまでサケが上ったという記録が残っている。海のない長

野県にとって「カムバックサーモン」は県民の悲願だ。サケの復活は、両県の結びつきを強め、市民

の交流促進にもつながる。 
	 二つ目は、発電所と地域との関係だ。ＪＲ東のダムや水力発電所はこれまで、多くの市民にとって

「迷惑施設」だった。ＪＲ東は信濃川の水を使うために流水占用料を年間約５億円支払ってきたが、

すべて県に納められるため、地元は恩恵を感じにくかった。両者の溝を埋めるためにも、流水占用料

を直接地元に還元できる制度変更が必要だ。 
	 三つ目は、水辺環境の活用だ。かつて信濃川は流域住民の暮らしの中心だった。大人たちは余暇に

釣りを楽しみ、少年たちは泳ぎや操船を学んだ。しかし、川に水が少なくなると、人々は川から遠ざ

かるようになり、川辺はごみであふれた。「信濃川をよみがえらせる会」の樋熊清治顧問は「川を本

当に『殺す』のは、大量取水ではなく、流域住民の無関心だ」と話す。美しい水辺を取り戻すには、

人々を川辺に呼び戻す、行政や市民の取り組みが不可欠だ。 
	 美しい水辺は地域の財産でもある。長野県飯山市では、千曲川でのカヌー企画などを積極的に売り

出した結果、９３年に約４０万人だった夏場の観光客を０７年には約７０万人にまで増やした。豊か

な河川環境を取り戻せるのか――。行政やＪＲ東だけでなく、市民の自発的な取り組みも大きなカギ
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を握っている。（三浦英之）  
	 	 	 ◆◆◆ 
■ＪＲ東日本・宮中ダムをめぐるこれまでの経緯■ 
１９３９年	 	 	 	 宮中ダム完成（取水量毎秒１６７トン） 
	 	 ８４年	 	 	 	 十日町市長が旧国鉄に毎秒３１７トンの取水認める 
	 	 ９０年	 	 	 	 信濃川に新発電所が完成。毎秒３１７トンの取水開始 
	 	 ９０年代	 	 	 河川環境が悪化。慢性的な水枯れ状態に 
	 	 ９８年	 	 	 	 水を戻すよう求める署名で住民７割の署名が集まる 
	 	 ９９年	 	 	 	 中流域の適正流量を話し合う国の協議会が発足 
２００１年	 	 	 	 宮中ダムで試験的な放流増加始まる 
	 	 ０８年	 ９月	 宮中ダムで水量データの改ざんが発覚 
	 	 	 	 	 １１月	 ＪＲ東が十日町市で謝罪集会開く 
	 	 ０９年	 ２月	 国交省がＪＲ東の水利権取り消し方針を発表 
	 	 	 	 	 	 ３月	 国交省がＪＲ東の水利権を取り消し 

 

8.  山鳥坂ダム	 	  

	 	 大洲市、国交省河川局から副市長 
2008年 2月 17日、大洲市議会は国土交通省大

臣官房付きで前愛媛県土木部長の清水	 裕氏を大

洲市副市長として選任しました。国土交通省大臣

官房付きで県土木部長であった人が副市長に就任

するという人事は一般的には「左遷人事」であり、

極めて異例なことのようです。この異例人事から

何を読み取ることができるのか、を探ってみまし

ょう。 
1 月の大洲市長選挙で現市長である大森隆雄氏

が、新人として立候補した有友さんから厳しく追

い上げられて 900票差という激戦で再選されまし
た。まさに辛勝です。山鳥坂ダム・肱川の治水の

あり方・大洲市のあり方など、有友さんが掲げた

大森市政への対案がほぼ半数の支持票を得たこと、

その有友氏が次期市長選での立候補を明らかにし

ていることなどから、「山鳥坂ダム推進」などこれ

までの市政方針の継続に危機感を持った一部グル

ープが「大森氏にはもはや明日はない」と判断し、

次の市長選挙は「国交省との直結」ということで

清水	 裕氏を大洲市副市長に迎えたのでしょう。 
大森市長は愛媛県知事と同様、1 級河川管理を

国から都道府県に移行する構想に対して反対の立

場をとってきました。「1級河川の面倒はすべてお
国任せ」=｢肱川は国任せ｣というのが現大洲市長と
愛媛県知事の共通した認識です。「川は流域住民の

手で」という大洲の多くの市民の皆さんや私たち

は、「1級河川の面倒はすべてお国任せ」とする為
政者には退いてもらわなければなりません。次期

大洲市長選挙では有友さんが必ず勝利するように
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今から気を引き締めたいものです。 
（詳細は別項参照） 
 

9.  川辺川ダム 
! 川辺川ダム水没予定地の生活再建策についての検討が進み始めました。 
毎日新聞	 2009年 2月 19日	 地方版の記事を転載いたします。 

! 2009年 2月 10日に「清流球磨川・川辺川を未来に手渡す流域郡市民の会」と「子守唄の里・五木
を育む清流川辺川を守る県民の会」は、「ダムに依らない治水を検討する場」に対して、「ダムに依

らない治水を検討する場」が川辺川ダム容認の方向に進むことのないように、以下 4項目の要望を
提出しました。 
１．会の進行について 
・各出席者の発言にあたってその場で聞き置くにとどめず、何らかの対処策又は解決方針を会議

内で決すること。 
・会議事務局は前もって十分な資料を各出席者に提出しておくこと。 
・各出席者は、提示資料を十分に精読し、地元の問題点と併せ検討し会議に臨むこと。 
・具体的な治水案の検討の為に、ダムによらない治水方法を研究している有識者を出席させるこ

と。 
２．出席者各位は、球磨川川辺川における地元の現状をよく調査し、問題点を把握して会議に出席

すること。 
３．会議においては水害被害者の生の声を取り上げ水害の実情及びその原因を探り、解決策の検討

に活かすこと。 
４．国土交通省はダムなし治水案を早急にまとめ、これに予算をつけることをこの会議の最終目的

とするべく熊本県は強く国土交通省に働きかけること。 
 

! 2月 14日には人吉で、 2月 28日には熊本で、ダムのない治水を考える学習会「住民が望む山も
川も海も生かす治水対策」を連続開催しました。 

! 「ダムによらない治水を検討する場」	 26 日に第２回会議	 	  
３月２６日に第２回目の「ダムによらない治水の場」が開催されます。「清流球磨川・川辺川を未来

に手渡す流域郡市民の会」と「子守唄の里・五木を育む清流川辺川を守る県民の会」が行った上記要

望が取り入れられているのかが問題です。 
熊本日日新聞  2009 年 03 月 17 日  
http://kumanichi.com/feature/kawabegawa/kiji/20090317002.shtml 
	 国土交通省と県、球磨川流域十二市町村による「ダムによらない治水を検討する場」の第二回会議

が二十六日午後三時から、熊本市水前寺一丁目の水前寺共済会館で開かれる。 
	 「検討する場」は、昨年九月に蒲島郁夫知事が川辺川ダム建設反対を表明したことを受け、設置さ

れた。 
	 今回は一九六五年七月洪水時の市房ダムの洪水調節状況、過去の豪雨が現在の流域に降った場合の

川辺川ダム：五木村振興４事業	 基金財源、財政支援２０００万円など	 ／熊本 
http://mainichi.jp/area/kumamoto/news/20090219ddlk43010598000c.html 

	 川辺川ダム建設計画で水没予定地を抱えている五木村の生活再建・振興関連では、今年度２月補正予算

案で２億円の予算を確保し「五木村振興基金」を設置する。県と村の協議で具体的な事業内容が決定次第、

基金を取り崩して事業費に充てる。基金は５年間、毎年２億円ずつ積み立てる。 
新年度予算案では、基金を財源に▽村の財政支援で２０００万円を交付▽地域資源を活用したビジネス

展開や事業化の推進（９００万円）▽旅行商品を開発する五木観光振興プロジェクト事業（３００万円）

▽シイタケなど林産の特産物を核とした活性化プランづくり支援（１００万円）－－の４事業を計上した。 
また２月議会では、新年度予算案の前に補正予算案の議決が行われるため、内容が固まった事業の一部

は年度内にも着工する。 
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シミュレーションなどを国、県が説明。県や市町村からダム以外の治水対策について具体的なアイデ

アが提案される予定。 
	 傍聴は二十人程度。同日午後二時十分～四十分に受け付け、希望者が多ければ抽選となる。（横山

千尋） 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

10.  淀川   淀川水系河川整備計画（案）に６知事から意見書 
近畿地方整備局が 2008年 6月 20日に淀川水系流域委員会の答申を待たずに「見切り発車」して公表

した「淀川水系河川整備計画（案）」に対する淀川水系流域関係 2府 4県知事からの意見書が 09年 2月
10日から 3月 2日にかけて近畿地方整備局に提出されました。 

6 知事の意見書を総合すると、大戸川ダム→不要、丹生ダム→検討中につき判断不能、川上ダム→推
進となっています。 
淀川ダム群計画に関連する４知事が河川整備計画策定過程において大戸川ダムという国のダム計画

に NO を示すのは画期的なことですが、「ダムは最後の手段」という基本的考え方に立った淀川水系流
域委員会の、「大戸川ダム・天ヶ瀬ダム再開発・川上ダムは『河川整備計画に位置づけることは適切で

はない』、丹生ダムは『事業計画を見直し、できるだけ早期に具体的な整備計画案を提示することを求

める』」とした意見書の内容からはかなり後退しています。 
詳しくは、下記のインターネットのページ（水源連ホームページの一部）をご覧ください。 
http://www7b.biglobe.ne.jp/~yakkun/suigenrennnope-zi2/kakuti/hojodamu/utinomi/utinomi.htm 

 

11.  八ッ場ダム 
「八ッ場ダムを考える１都５県議会議員の会」と「八ッ場あしたの会」は「公共事業チェック議員の

会」の後援を得て、２月２８日、日本教育会館でフォーラム『見直そう！ 八ッ場ダム	 作ろう！ 生活
再建支援法』を開催しました。 
「ダム計画のために苦悩の歳月を送ってきた人々の救済がまず図られなけらばならない」という問題

意識のもと、各政党が取り組んでいる生活再建支援法案の提案を疲労してもらうことがこのフォーラム

の主題でした。民主党の大河原雅子参議院議員、共産党の塩川鉄也衆議院議員、社民党の保坂展人衆議

院議員がお忙しい中駆けられ、八ッ場ダムは中止すべきこと、現地生活再建が急務であること、生活再

建支援法が必要であることを述べられました。特に大河原参議院議員は民主党において生活再建支援法

案の作成に取り掛かっていることの途中経過を報告されました。 
「八ッ場ダムを考える１都５県議会議員の会」の面々が遠方から参加され、各都県における議会内で

の反ダムの動きについて報告されました。 
また、八ッ場ダム予定地からの参加者は現地が過酷な状況に追い込まれていること、その原因は八ッ

場ダム計画があまりに無謀であること、国交省が現地住民の生活を省みていないこと、などを報告され

ました。 
下流域での反八ッ場ダム運動を闘っている私たち、１都５県議会議員の会の議員の皆さん、「公共事

業チェック議員の会」の国会議員の皆さんとの間で八ッ場ダムの不要性、現地生活再建法の必要性につ

いて意思一致できたことは大きな成果でした。 
 

12.  荒崎水害訴訟	 	 岐阜地裁、不当「棄却」判決 
水源連事務局が意見書提出など支援していた岐阜県の荒崎水害訴訟（2002 年 7 月の台風 6 号による

大雨によって、大垣市の大谷川が氾濫し、浸水被害を受けた荒崎地区の住民が河川管理者である岐阜県

知事に損害賠償を求めた訴訟）の判決が２月２６日に岐阜地方裁判所から下されました。その判決は「こ

れ以上はない」と思われる不当判決で、原告の言い分をすべて否定し、被告の言い分に輪をかけ「河川

管理に瑕疵は認められない」としたものでした。 
２月２６日の不当判決を受けた原告団は、判決に書かれている文言を最大限活用する形で、被告であ
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り河川管理者である岐阜県知事に下記要望書を提出しました。 
岐阜県知事	 吉田肇様 

2009年 2月 26日 
荒崎水害訴訟原告団 
(団長安保千春) 

本日、私たちの「荒崎水害訴訟 j の判決言い渡しが、岐阜地方裁判所で行われました。 
裁判所は、私たちのおかれている現実に向き合うことなく、行政追随の判決を出しました。 
しかし同時に、判決で裁判所は、 
「越流堤として大谷川の水位を調節する役割があり、本件水害当時も同様の役割を担っていたことは否定

できないとし、「原告らの多くが、家財道具の移動や復旧作業による腰痛、心労、睡眠不足、疲労の蓄積に

よる発熱、泥水に浸かったことによる皮膚のかゆみ、うつ状態などの症状を訴えた。また、本件求書以降

も、大雨が降ると眠れないなどの、大雨や台風に対する恐怖心を訴えるものも多い j 
と指摘しています。 
住民の命と暮らしを守ることこそ、自治体の長の行うべきことです。岐阜県知事におかれましては、裁判

所のこの指摘については、真撃に受けとめて下さい。 
昨年 3 月に大谷川洗堰の嵩上げがあったものの、大谷川の洪水を紅たちの暮らす住宅地に入れてしまうと
いう根本の構造は変わっていません。 
また、判決は、 

「…これに沿った河川整儲計画に基づく大谷川改修計画による嵩上げ及び締め切りまでに相当期間を

要することが見込まれていたことから、荒崎地区の浸水対策として、河川管理上、合理的で有効な施

策が存したのであれば、その施策を検討し、実施することが、河川管理者である被告の義務として要

請されると解する余地がある」 
としています。 
私たちは安心して荒崎地区に住み続けたいのです。 
県は、一刻も早く、雨音にいちいち脅えることなく、安心して暮らせる荒崎地区にして下さい。 
住民の立場に立った県政、河川行政を進めていかれることを、強く要望します。	 	 	 	 	 以上	  
原告の皆さんは、３月１２日、名古屋高等裁判所に控訴しました。 

13.  成瀬ダム	 	 	 住民監査請求「却下」 
「成瀬ダム建設に秋田県が負担金を出す理由はなく違法」として「成瀬ダムをストップさせる会」の

みなさんが秋田県に住民監査請求を行っていましたが、秋田県監査委員は３月１３日付で不当にも「不

受理」＝「却下」をしました。 
これに対し、「成瀬ダムをストップさせる会」は、１３日に「成瀬ダムをストップさせる会は、秋田

県監査委員の『決定』に強く抗議するとともに、『成瀬ダムへの公金支出差止め請求』の住民訴訟を直

ちに準備することを宣言します。」という声明を発表しました。 

成瀬ダムをストップさせる会は、秋田県監査委員の「決定」に強く抗議するとともに「成

瀬ダムへの公金支出差止め請求」の住民訴訟を直ちに準備することを宣言します。  
秋田県監査委員は、「成瀬ダムへの秋田県費の支出停止」等を求めた１，６４６名の住民監査請求

に対して、「不受理」という「決定」（以下、「決定」という）を行ないました。 
これは、以下の点で全く不当、不可解なものであり、私たちは１，６４６人の請求人を代表して

強く抗議するものです。 
（１） この「決定」のなかで、監査委員は「負担金の支出の違法性・不当性を具体的・客観的に

示していない」と繰り返し述べていますが、例えば農業かんがい用水について、私たちは「皆瀬頭

首工においてはそれまでの毎秒１５ｍ３の水を２倍の３０ｍ３取水できるように計画されました。

しかし、現実には減反政策が継続され、その面積が水田面積の３分の１以上に及んでいるなど、２

倍の水需要は明らかに過大」と数字をあげて具体的に水需要の過大な見積りを指摘しています。 
（２） さらに、これらを補完するために１０点にも及ぶ具体的な事実証明書を提出しました。は
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住民監査制度はこの秋田県に見るように、住民にとっては妨害物として機能しています。住民監査制

度といいながら、監査委員は常に住民を敵視した形での対応しかしていません。この制度そのものの抜

本的改革が必要です。（成瀬ダム問題の詳細は後のペ−ジ参照） 
 

II  事務局からの報告  
1.  パタゴニア助成金受領決定 
水源連は 2009 年度も昨年度に引き続いてパタゴニア日本支社からの助成を受けることが決定しまし

た。助成金額は未定ですが、水源連活動の全面にわたって活用することができます。パタゴニア日本支

社に感謝です。 

2.  4 月 18･19 日	 アースデイ 
水源連は 4月 18・19日に開催される東京アースデイ２００９に参加し、ブースを出します。
水源連運動と全国のダム問題の現状を多くの皆さんに知らせたいと思います。 
皆さんも是非、お出かけください。 
詳しくは同封のチラシをご覧ください。 

3.  水源連ホームページの再構築 
これまでの水源連ホームページの運営担当者が多忙なため、担当を交代すると共に、水源連ホームペ

ージを再構築しました。 
URLは http://www7b.biglobe.ne.jp/~yakkun/suigenrennnope-zi2/suigenrennope-zi2.htm	 です。 
現在のダム問題の状況を多くの方に知っていただくこと、ホームページをもたない皆さんの共通ペー

ジとしての役割、などを担えれば、と思っております。 
まだまだ未熟なホームページなので、皆さんに育てていただきたく思います。 

たして監査委員はこれらにきちんと目を通したのでしょうか？ 
（３） 住民監査請求に関する法律・地方自治法２４２条によれば、その第６項において「請求人に証

拠の提出及び陳述の機会を与えなければならない」としています。 
しかし、当会の代表らの強い要求にもかかわらず、この機会は一切与えられませんでした。 
（４） 監査委員事務局は、請求人の厳密な審査を行ない、その結果１，６４６名の署名を認め、請求

書自体の有効性を認めています。そして、「決定」のなかで、監査委員は、法律の解釈などをめぐり、あ

れやこれやと私たちの論点を批判しています。 
私たちが具体的に法律名をあげて主張しているからこそ、それに批判しているのではないでしょうか。

このように中身に踏み込んでいるにもかかわらず、結論としては「受け取らない」または「受け取れな

い」としています。論理的に全く不可解です。 
このように、今回の「決定」は、住民監査請求という住民の権利を一方的に踏みにじり、監査委員と

しての任務を放棄するものです。 
私たちの住民監査請求は、「成瀬ダム事業が環境破壊だけでなく２６０億円の県費支出を伴う」ことを

憂慮しての行動です。未曾有の危機的経済状況のなかで、多くの県民が将来の生活不安をいだき、予算

の適切な運用を願っているとき、本来その運用の厳格な番人であるべき監査委員が、このような県民無

視の決定を押し付けることに強い憤りと失望を感じます。 
私たちは、決意を新たに「成瀬ダムへの公費差止め請求」の住民訴訟を起こすべく、直ちに行動を開

始することを宣言します。秋田県の素晴らしい自然を守り、県財政の適切な運用のためにともに行動す

ることを、広く県民の皆さんに呼びかけます。 
２００９年３月１６日	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 成瀬ダムをストップさせる会 
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ふるさとが また騒がしくなってきた 
 
	 	 	 	 石木ダム建設絶対反対同盟 

 
 
『石木ダム問題	 地権者「もう我慢ならん」』との見出しで、２００９年２月２３日の石木ダム建

設絶対反対同盟（以下「同盟」という。）の行動を長崎新聞が報じた。これが誠意ですと、正月元旦

早々の戸別訪問、職も奪うような汚い職場訪問、知事の一方的な会合設定のパーフォマンスなどに一

徹を食わせたのだった。 

「小さなダムの大きな闘い」と、かって、全国に報じられた「石木ダム」がまた騒がしくなってい

る。長崎県が昨年７月、１２年度にダム本体に着工し、１６年度までに完成させる工程表を発表し、

０９年度から付け替え道路等の周辺整備に取りかかる構えを見せているからだ。 

１９６１年に住民が石木ダム計画を知ってから半世紀近くになるが、８２年の強制測量からでも二

十六年の歳月が経過した。その間条件付き賛成者が、長崎県の「飲ませ、食わせ、タクシーのチケッ

ト配布、お土産付きの視察旅行など」の甘い罠に落ち、賛成者の組織は９５年に県・佐世保市と基本

協定に調印した。更に９７年には、県と賛成組織が損失補償基準協定書に調印し、県は個別交渉を進

めていった。賛成者が買収に応じて代替造成地へ移転していく中、水没予定地内の同盟員の一部から

抜け駆けする者が出た。また、県の切り崩し工作により、水没予定地外の同盟員の一部に組織離れも

起きた。 

同盟員の数が減少する中で、二十六年前と殆ど変わらない生活と闘いを続けていているのが水没予

定地区に位置する川原（こうばる）地区の十三世帯である。川原地区の十三世帯を中心に上流の木場

地区の反対者で組織している同盟は、８２年の強制測量以来、一貫してダムによらない利水と治水対

策を求め、石木ダム計画の白紙撤回なしには話し合いに応じない姿勢を貫いてきた。 

２０００年には同盟代表八名が上京し、建設・大蔵両省へ「石木ダム建設白紙撤回陳情書」を提出

したが国の反応は鈍かった。０３年には同盟から県へ「佐世保市の水需要予測データ」を提出し、０

４年には佐世保市へ同データと市の適正な水需要予測を求め、市水道水源整備評価監視委員会に「ダ

ムを造っても肝心の水需要はない」と指摘し、石木ダム計画を盛り込まないように要望書を提出した。

その結果佐世保市は、石木ダム計画以来ずぅーと嘘つきながらごまかしてきた石木ダム計画取水量を

六万トンから四万トンへ、三分の二に下方修正した。県も四万トンを認めざるを得なかった。それは

日本の人口がピークに達し減少に転じた年だった。昔から「川の川棚」と言われた川棚町。高々四万

トン位の水なら、自然を破壊し住民を犠牲にするダムに頼らなくても水の貯留地を造って貯水すれば

済むことだ。福岡市では日五万トンの造水施設が稼働している。と同盟はいつも言っているが、判ろ

うとしないのか、判っているが自分のことしか考えないのが利権に群がる人たちだ。 

日本の人口が減少に転じ、国・県の借金が到底返済できない額になろうとしていた０５年、県は反

対運動で着工のめどが立たない石木ダム建設計画を川棚川水系河川整備計画案に盛り込み推進のお

墨付きを作ろうと、川棚川水系河川整備計画検討委員会を立ち上げた。行政から息が掛かった野口正

人委員長（長大教授・別称御用学者）は、初めから「ダムありき」の会議を重ね、川棚川本流の調査
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に時間と金を浪費して、石木ダム必要論へ誘導しただけのことだった。そして、殆ど川棚川本流の整

備には関係ない石木ダム建設を計画案に盛り込ませた。 

強制測量から二十六年。その間、殆ど同盟を相手にしなかった県が再び同盟に矛先を向けてきたの

は、自然保護運動の高まりでダムに拠らない治水・利水運動の活発化、特に熊本県知事の川辺川ダム

反対表明などで石木ダム建設の着工にも危機感を感じてきたこと、国の財政事情からダム予算の縮減

や知事の任期があと一年を切ったこともあるようだ。そして県や市はダム建設促進のために行政機構

を使って推進の会を結成させ、その大会に市職員を勤務時間中に大量動員参加させるなどして批判を

浴びている。これは表沙汰の同盟に対する圧力であるが、同盟員の職場にも手を回し、上司から圧力

を掛けさせるなど汚い手を使って反対運動つぶしに躍起になっている。それでも崩れない同盟員に伝

家の宝刀で強制収用を行う構えを見せている。「もう我慢ならん。」とは、県や市の卑劣なやり方に行

動を起こした反対同盟の叫びである。 

そんな中、昨年九月石木ダム現地見学会と調査報告集会を開催し、石木ダム計画の問題点を治水や

利水面から専門家に指摘して頂き、久々同盟の思いを世間に発信することができた。この時の講演が

きっかけで、反対運動に共感する人たちに拠って川棚町と佐世保市にそれぞれの会が結成された。独

自の立場から石木ダム建設の問題点を発信し町民、市民へその輪を広げようとしている。 

去る３月１５日には、同盟結成三○周年三・一四団結大会を開催した。各方面から仲間や支援者も

参加し大いに盛り上がった大会となった。集った仲間たちは共に、県が８２年に県警機動隊を導入し

て強制測量を行い、住民と世論の猛反発を受けたことを教訓に、強制収用に立ち向かう体制を作って

いくことを確認しあった。 

 

 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 
	 	 	  石木ダム建設絶対反対同盟・ダムからふるさとを守る会	
	 	 	 	 連絡先：岩下	 和雄	

	 	 	 	 TEL.０９５６−８２−３４５３	

	 	 	 	 FAX.０９５６−８３−３４７２	

	 	 	 	 長崎県東彼杵郡川棚町岩屋郷１２４９番地	

	 	 	 	 e-mail	:sumijun.koubaru@ac.auone-net.jp	

 
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 
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香川県小豆島から 報告とご協力のお願い  

内海ダム「予定地」、国の土地収用事業認定を認めない！ 

                   環瀬戸内海会議事務局長 松本 宣崇 

【 香川県、こっそり？土地収用事業認定申請 】 

香川県と小豆島町が進める内海ダム再発事業について、08 年３月 19 日、香川県は土地収

用法に基づく事業認定の申請をこっそりしていた。地権者がこの事実を知りえたのは、公告

縦覧期限わずか三日前の４月 14 日、地権者の代理人の弁護士（07 年２月、代理人を委任、

県庁へも通告済み）へ連絡があってから。そもそも２週間（これは最低、法はそれ以上と規

定）の縦覧期間にもかかわらず、地権者も代理人も連絡を受けたのは三日前。たった一枚、

小豆島町役場の掲示板に４月３日付け縦覧の公告が掲示されていただけだった。 

地権者は手続きを進める際には知らせるよう、県に再三要請していたが、まるでだまし討

ち．地権者の不信感も当然のこと。しかし、100 ㌻を越す「土地収用事業申請書」はコピー

も許されず、意見書を作成するには余りにも限られた時間である。 

即座に、県に抗議文を提出した。さすがに 

４月 28 日まで意見書提出期限の延長が図ら 

れ、小豆島島内外に収用法 23 条の規定に基 

づく公聴会開催請求を呼びかけ、計画に不安 

を募らせるダム予定地下流の住民はじめ 140 

余名から「公聴会開催請求書」が集まった。 

もとより土地収用法適用は公権力の発動その 

ものであり個人の所有権を公権力の発動によって剥奪する行為である。 

 【 公共事業チェック議員の会 香川県をヒアリング 】 

公聴会直前の６月 25 日、公共事業チェック議員の会のメンバー６人が、内海ダム再開発

事業について香川県をヒアリング。県の説明に議員から、「説明責任を果たしていない」「県

は話し合いの門戸を閉ざしている」「まずダムありきでは？」と厳しい意見が相次いだ。買収

交渉についても、07 年２月委任した地権者代理人の弁護士にもこの時点でたった一度面会し

ただけ。県が説明責任を果たし、地権者との話し合いを十分尽くしたと誰が言えようか。 

【 公聴会でダム計画の不当性を主張 】 

６月 27，29 日の両日小豆島において、計１４時間にわたる公聴会が開かれることになっ

た。二日間にわたる公聴会では賛否両派３３人が公述した。賛成派はほとんど、渇水と洪水

の不安を述べることに終始した。収用対象の地権者はじめとする反対派は、①97 年完成の吉

田ダム以降水事情は改善されている、②新ダムの根拠とされる 76 年の 51 年災害と主原因

は別当川本流でなく、支流と近接する別の川の土石流である。③事業計画の水需要予測は、

人口減少等あり過大である。④巨大ダムは名勝・寒霞渓の景観を損なう。⑤ダム直下には三

本の断層が走り危険を増大する。⑥下流域の洪水対策は河道整備で充分であると主張した。 

 ちなみに 51 年災害で、国から激甚災害地域と指定されたのは、別当川から東３～4km 離

れた安田大川流域だったことは県も認めた。そして、反対派が県の試算による河川流量、洪

水調節容量等について公開討論会開催を求めたが、県は「推測の話は出来ない、公開討論を

ありえねえーっ！ 

魔可不可思議な内海ダム計画  
内海ダム予定の別当川は、河川の総延長約４㎞と

いう小河川、渓谷美を誇る国立公園指定第一号［寒

霞渓］に源流を発する。予定地は寒霞渓への中腹に

位置し川幅は６～７ｍほど。ダムの堤長 447ｍ、

堤高 42ｍ、奥行 300ｍ余り。計画貯水量 108 万

トンの多目的ダム。当初予算 185 億円。 
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するつもりはない、これが知事の立場だ」と開き直った。その後、県は地権者の代理人弁護

士をたった 3 回、あたかもアリバイ作りのように訪問し、住民の求める公開討論会も弁護士

会主催のシンポジウム開催の提案も拒否するばかりだった。 

【 土地収用事業認定下る 】 

かくして、09 年２月６日、国から内海ダムは土地収用事業に認定された。認定の理由は、

まるで認定申請書を書き写したかのようなものだった。５１年災害の主原因に触れることな

く、97 年の吉田ダム完成以降小豆島では渇水は起きておらず、人口減少の一途であるにもか

かわらず、水需要が過大かどうかも全く言及しようとはしない。費用対効果についても全く

言及せず、「公共の利益は、相当程度存する」とした。 

【 ダム反対地権者、事業認定に行政不服審査請求 】 

３月２日、地権者は事業認定庁・国土交通省四

国地方整備局に対し、国交大臣あてに土地収用事

業認定の取り消しを求める行政不服審査請求を

申請した。請求人は地権者ら 15 人。小豆島では、

この 10 年余り水不足は生じておらず県の水需

要予測は過大である、ダムが河川改修（河道整備）

より事業費が安く済む算定根拠が不十分である

と主張し、事業が土地の適正利用への寄与を定め

た収用法の要件を満たしていないと。 

【 行政不服審査請求・認定取消訴訟に参加を！そしてご支援を 】 

内海ダム反対の立木トラストに参加した皆さんには、今回の不服審査請求や、事業認定取

消訴訟提訴に利害関係人として申請人･原告に加わって頂くよう呼びかけている。 

また、これから続く裁判闘争を全国から支援を賜りたく、物心両面からの支援をお願いし

たい。全国からのご支援・ご協力をお願いします。 

支援カンパ送付先 郵便振替 口座番号 01600-5-44750  

            加入者名 環瀬戸内海会議 

☆☆	 日本景観学会・小豆島大会	 開催	 ☆☆	

テーマ「公共事業と景観」 
日時 ０９年５月３０(土)～３１日(日) 

場所 香川県小豆島（主会場：土庄中央公民館） 
大会日程 

５月 30 日(土) 小豆島島内視察            13：00 土庄港集合･出発 

５月 31 日(日) 基調講演・現地報告・シンポジウム  10：00 開会  15：00 閉会・解

散 

・・・ 日本景観学会とは ・・・・・・・・・ 
日本景観学会はすべての学問分野が有機的に連携し、あるべき景観・姿を希求する研究集団とし

て 1990 年に発足した。ここには研究者のみならず、地域活動家をはじめとする一般市民も集い、

景観を巡る活発な議論の場となっている。 

定期的に地方大会を開くが、08 年には世界遺産を目指す佐渡島で行われ、09 年は 5 月 30～

31 日、香川県小豆島で開催する予定。             

日本景観学会小豆島大会実行委員長 川村 晃生（慶応大学文学部教授） 
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無駄な成瀬ダム（総工費１５３０億円）は直ちに中止させましょう  
	 私たちは、「県の費用負担分２６０億円を支出しないことを求める」 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 住民監査請求の運動をしています。 
 
	 秋田県南東部、栗駒山のふもとの東成瀬村に建設が進められている成瀬ダムは、堤長６９０ｍの巨大

ダムです（現在は国道３４２号線の付替道路の建設が行なわれており、２０１１年頃から本体工事か？）。 

 
玉川ダムと比較しても、でかく、お金がかかる割には非効率  

 玉川ダム 成瀬ダム 成瀬/玉川（倍） 

型	 式 重力式コンクリートダム ロックフィルダム 	  

堤 高 100m 113.5m 1.14 

堤頂長 441.5m 690m 1.56 

堤体積 1,150,000m3 11,958,000m3 ( 10.40 ) 

集水（流域）面積 287.0km2 68.1km2 0.24 

湛水面積 8.3km2 2.26ｋｍ2 0.27 

総貯水量 254,000,000m3 78,700,000m3 0.31 

有効貯水量 229,000,000m3 75,200,000m3 0.33 

総事業費 1,220 億円 1,530 億円 1.25 

	 成瀬ダムの有効貯水量は以下のようになっています。 
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成瀬ダムの名目は一応｢多目的ダム｣（農業かんがい用水、水道水、治水、発電、河川流量の維持）になっ

ていますが、実質的には｢農業用水の確保｣を目的としたダムです。下流の平鹿平野で水が不足している

として、現在の毎秒１５㎥の水を２倍の３０㎥	 取水できるように計画され、平成１７年度からは先行

的に取水が行なわれています（平成１６年度までの最大取水許可量１４．８８㎥/秒に対して、平成１７年度
より５月６日から５月２０日までは最大取水許可量が３０．２９㎥/秒に引き上げられました）。 

 
	 ｢減反が３分の１までおよんでいるのに、本当に２倍の水が必要か？｣とは、多くの住民の素朴な疑問

です。実際の運用では、最も水を使う代かき時でも（年間２週間程度）最大毎秒１８～１９㎥ですん

でいることがわかってきました。ポンプで地下水を汲み上げていた大雄地区の一部の田んぼにも十分にかん

がい用水が行き渡るようになりました。下図からもわかるように毎秒１５㎥をこえて取水している期間は５

月の２週間だけです。年間３６５日のうちのたった１４日の取水のために「２倍の水が必要」として巨大ダ

ムを造るのでしょうか？ 
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「米余り」によって生産調整（減反）面積はだんだん増えてきました。平鹿平野かんがい事業に該当する水

田面積は現在８，５４０ｈａありますが、生産調整によって実際に水稲を作付けしている面積は５，６１８

ｈａです。ピーク時に比べると３分の２以下となっています。少子高齢化等によって米の消費は減り続けて
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いる一方、穀物価格の高騰によって大豆や小麦、とうもろこしなどの転作作物への需要は高まりそうなので、

かんがい用水を必要とする水稲作付面積が増えることはないでしょう。また、米作りも農業経営の法人化や

集落営農の推進によって、土日だけでなく平日も代かき田植えが行なわれるようになり、 
かんがい用水も曜日に関係なく均等に利用される傾向になってきています。 
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洪水は１５０年に一度の大雨を想定。治水効果は雄物川下流でわずか数センチ。  
	 治水対策の必要をあげるとき、昭和２２，２３年の大洪水が引き合いに出されます。しかし、その後皆瀬

川、雄物川は大幅に堤防整備が進みました。戦後の森林荒廃期の洪水をダム建設の根拠にするのは時代錯誤

です。成瀬ダムができても最奥地で集水面積が小さいことから、雄物川水系全体でみれば治水効果はわずか

でしかありません。国交省は、「１５０年に一度の大雨を想定」していると言いますが、貴重な森林を破壊し

て巨費を投じてのダム建設は「もったいない」と言わざるをえません。 

 
清流あってこその「河川流量の正常な維持」  
成瀬ダムの有効貯水量の３分の１を占めるのが、「河川

流量の正常な維持」です。渇水期にダムに貯めた水を放

流して川の生態系を維持しようというものですが、既存

の皆瀬ダムの下流では、濁り水が雨の後永く続きます。

流域住民は、「昔の清流に戻して」と訴えています。 
秋田県にはハタハタに代表される豊かな水産資源もあり

ます。森から出るミネラル豊富な水を海まで運ぶことが

大切です。全国では漁師たちが森に木を植える活動がさ

かんです。ダムで川をせき止めるべきではありません。 
（皆瀬川と成瀬川の合流点→  

ダムの水の濁りはなかなか消えません）   
上側はダムのある皆瀬川の水、 
下側はダムのない成瀬川の水 

秋田県の費用負担は２６０億円  
	 成瀬ダムは国直轄事業ですが、秋田県の負担も非常に大きなものです。「果たしてこれで済むのか」という

心配もあります。これまでのダム建設をみると、計画の予想を大幅に越えて出費が続いています。たとえば、

現在建設が進んでいる森吉山ダムは、工期が大幅に伸び、当初の建設予算９００億円の２倍近い１７００億

円に膨らんでいます。ダム建設の宿命です。事前調査の時点ではなかった不具合が見つかっても、事業を中
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止するわけにはいかないからです。成瀬ダムに関しても、地質の複雑さから工事が長期化する可能性が大き

く、「１５３０億円ではできない、その倍のお金がかかる」という試算もあります。 

 
秋田県の財政は危機的、無駄な成瀬ダムは中止を  

秋田県の財政は、貯金（基金）を

ほとんど使い果たし、収入の４分の

１以上を借金、また支出の３分の１

近くは借金に関する返済となってい

ます。少子高齢化が著しい本県にお

いてまさに危機的状況であり、不急

不要の事業を早急に見直さなければ

なりません。私たちは、成瀬ダムは

「不要な事業」の最たるものと考え

ていますが、「今の２倍の水が必要」

という時代錯誤のこの巨大ダムにつ

いては、県民の総意として少なくて

も見直しが必要であると思います。 

 

 

	 	 	 県政だより「か・だ・ろ akita」 5月号より引用 

ＮＨＫは、４月２１日「大返済時代～借金 200 兆円	 始まった住民負担」を放映。全国各地でいま拡大しつ

づける「減っていく市からのサービス」、「ますます高くなる税負担や上下水道料金」などに苦しむ姿を映し

出していました。どこも原因は無駄な公共事業でした。	

 
豊かな森と清流は秋田県の宝  
	 熊本県知事は長年の懸案となっていた川辺川ダムについて中止を県民に呼びかけました。 
「球磨川は熊本県の宝」だと訴えたのです。その背景には県民の粘り強い運動と県財政の逼迫がありました。

全国の「無駄なダム」反対運動の高まりがありました。また、国政レベルでは超党派の国会議員でつくる「公

共事業チェック議員の会」のバックアップもありました。国もダム事業をいよいよ見直さざるを得ないでし

ょう。今こそ、秋田の地元から「成瀬ダムは要らない」の声をあげていきましょう。 

 
発行：	 成瀬ダムをストップさせる会（横手市十文字町・事務局	 0182-42-2311 ）  
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設楽ダムをめぐる状況はどうなっているか（報告）	 	 	 	
2009.03.15	

	 	 	 	 市野和夫（設楽ダムの建設中止を求める会） 
１．豊川水系・設楽ダム計画の進行状況の概要	

1997	 河川法改正、環境影響評価法制定	 	 	 	 	 寒狭川頭首工完成  
1998	 設楽町長が 1億m3嵩上げ計画を容認	 	 豊川流域委員会発足 
1999	 豊川水系河川整備基本方針決定 
2001	 3月流域委員会設楽ダム建設を提言、11月河川整備計画を決定 
2002	 用地調査に関する覚書調印	 	 	 	 	 3月末豊川総合用水事業完成 
2003	 建設推進に関する協定書（地整と町長） 
2004	 11月環境影響評価手続き開始（方法書縦覧）	 住民意見を出す取り組み 
2006	 フルプランの全部変更（閣議決定）、豊川水系河川整備計画一部変更 
	 	  6月環境影響評価準備書の縦覧	 	 住民意見を出す取り組みに引き続き、愛知県の	

環境影響審査会の傍聴・監視にとりくみ、愛知県の公聴会にも意見を述べた	

200７	 8月環境影響評価手続きの終了	 	2月愛知県住民監査請求、4月住民訴訟提訴 
2008	 1月 設楽ダム基本計画案を提示	   1月 農業用水県負担問題で追加提訴 
	  3月 愛知県知事基本計画案に同意（県議会の全会派－自民・公明・民主－が同意） 
	 	 （中止を求める会は約8000筆の署名を添えて県議会に請願しようとしたが紹介を引き	

受ける議員が見当たらず陳情となった、地域環境委員会に口頭陳情を3人で行った） 
10月末 省庁間協議を終えて基本計画公示、11月 補償基準の提示 

2009.02.04	 建設中止を求める会が中部地整、県に抗議・要請書を渡し、司法記者クラブで発表 
2009.02.05	 設楽町が中部地整・愛知県と設楽ダム建設受け入れに調印 
 
２．設楽町・議会の動きと住民の取り組みの概要	

2008.1.21 町が国・県に対し設楽ダム建設同意の受け入れ条件として 7項目を提示 
2008.1.25 設楽町民有志 11名が抗議および申し入れ書を提出する。 
内容：①平成 15年に取り交わした 37項目の確約事項を、7項目に絞った過程、その意図を
町民に説明せよ	 ②ダム建設の受け入れに舵を切る前に、住民投票を実施して住民の意思を

確認せよ。 
2008.2.12 設楽町長から文書で回答	 ①2月 22日から 28日まで町内 4会場で報告会開催 

②ダム建設受け入れの是非は町長が判断する 
2008.3.05 有志 2名（伊藤・伊奈）で再度住民投票を求める申し入れ書を提出（回答なし） 
2008.3.10 住民投票を求める会設立趣意書を作成し、発起人募集を開始 
2008.3.14 第 1回発起人会の開催	 役員選出、規約決定、運動方針を検討した。 

発起人 47名、この日を会の発足日とする。 
2008.4.14 津具地区ダム学習会の開催	 参加者 30名、4.18 第 2回発起人会開催	 会員数 385 
2008.5.17 清崎地区ダム学習会の開催	 参加者20名、5.24 第3回発起人会開催	 会員数約1,000 
2008.5.31 吉野川の姫野雅義氏をお招きし、住民投票について学習する 

（設楽ダム建設の中止を求める会と共催	 新城市民文化会館） 
2008.6.20～7.26 設楽町内13か所でダム学習会の開催	
	 	 6/20大名倉	 6/23八橋	 6/25川向	 6/28小松長江	 7/2神田平山	 7/4荒尾和市 
	 	 7/6三都橋	 7/7豊邦	 7/11松戸	 7/12名倉	 7/14田峯	 7/23田内	 7/26沖駒 
（国土交通省、愛知県豊川水系対策本部設楽ダム対策事務所の妨害あり） 

2008.8.08 住民投票条例運動準備、8.18 第 5回発起人会の開催	 住民投票直接請求実施の承認 
2008.8.20 住民投票条例制定の直接請求を行う（請求代表者	 伊藤、関谷、伊奈） 
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2008.8.21～9.21 署名集めを行う、8.31受任者会議開催	 署名収集の諸注意と受任者の依頼 
8.31に「設楽ダム問題の早期解決を求める会」が発足し、住民投票妨害活動が始まる 

2008.9.06 田口地区でダム学習会開催	 参加者 30名 
2008.9.07 映画「水になった村」上映と近藤ゆり子さん、大西監督の講演開催 

（奥三河総合センターホール、設楽ダム建設の中止を求める会と共催） 
2008.9.19 ダム堰堤周辺部の横坑見学（伊奈、関谷） 
2008.9.21 発起人・受任者合同会議	 署名集計	 1400筆確認 
2008.9.22 設楽町議会延長議会が開催され「住民投票によらない早期解決を求める請願」が採択 

される。 
2008.09.24  直接請求署名簿提出	 1439筆 
2008.10.11	 署名縦覧開始	 95名が無効とされる、10.17	 7名分の異議申し立てをする 
2008.10.21	 4名が有効となり、合計 1348筆が有効署名と確定	 （無効 91） 
2008.10.27	 住民投票条例制定の本請求をする 
2008.11.09	 第 1回住民討論会（住民投票は必要か否か） 
2008.11.10	 臨時町議会を開催、伊藤・伊奈両氏が意見陳述	 4：8で条例制定を否決 
2008.11.14	 第 5回発起人・受任者会開催（臨時議会の報告） 
2009.01.10	 第 2回住民討論会開催（7項目の回答にどう答えたらいいか） 
	 	 	 	 	 下流域の議会議員など多数参加 

2009.01.13～16	 設楽町による確約事項の回答説明・住民意見聴取会 
2009.01.26	 議会全員協議会で受け入れの承認（4：8） 
2009.02.05	 町長、国と県の間で同意書を交わす 
2009.02.08	 中止を求める会総会を設楽町で開催 130人参加 
2009.03.01	 立木トラスト運動開始、地元地権者の協力が得られている 
 
３．住民訴訟の状況と中止を求める会の当面の取り組み	

（1）	 訴訟を成功させる 
	 これまで、愛知県知事と県企業庁長を被告として、「ダム建設費用負担金の支出差し止め」

および「かんがい利用者負担金の支出の差し止め」の住民訴訟に取り組んできている。 
これまでの口頭弁論は、’07年①6月 4日、②8月 20日、③10月 25日、④12月 26日、’08年
⑤4月 21日、⑥7月 9日、⑦9月 17日、⑧11月 26日、’09年⑨2月 4日、次回は 4月 15日
に予定され、証人尋問、現地調査等についての目処をつける予定である。 
現在申請している 9人の証人専門家と協力して、年内の結審を想定して勝訴を目指す。 

（2）	 シンポジウム（生物多様性保護・ダムによる環境影響について焦点を当てる）や現地視察 
の開催 

（3）	 地域おこしの政策化の具体化 
（4）	 さまざまな広報活動の強化 
（5）	 立木トラストのとりくみ	 （現在、多数の立木購入希望が届いている） 
（6）	 若者の参加を促すようなバラエティある取り組みを工夫する 
（7）	 中部地整に対する木曽川水系などの運動との連帯を強める 
（8）	 他団体への働きかけを強める	  
これらの取り組みを成功させるために、プロジェクトごとに分担を決め、取り組む。予算措置を

含めて、計画的にとりくむ。（第 3回総会の’09年活動方針に基づく） 
なお、’09 年 10 月に設楽町長選挙、補欠町議選挙が予定されている。地元の取り組みに対して、
建設中止を求める会として、できる限りの応援態勢をとりたい。	 	 	 	 	 	 	 	 以上. 
 

ー24ー



木曽川水系連絡導水路をめぐる情勢と「長良川市民学習会´の活動報告

長員 =民学習会 武藤仁

水源連第 15回総会で

報告 した以降の導水路

をめぐる情勢と市民学

習会の活動を報告 しま

す。

なぜ、導水路の水を長

良川に流すことになつ

たのか ?

情報公開を迫る市民

の声に、昨年 10月 、国

(中 部地方整備局)は
「徳山ダムに係る連絡

導水路検討会幹事会等

資料」を初めて開示 し    (開 示された「兼用案」資料)平成19年 6月 13日 「木曽川水系連絡調整会議』資料より)

しまたが、これで導水

路の下流施設 を長良川河 口堰取水の兼用施設 として一貫 して議論 されてきたことが明 らかにな り「長良

川への導水のね らい」があぶ り出てきま した (08.11/26朝 日新聞 )。    2008_■ 2/12岐阜新聞

岐阜県 議会でもこの問題が取り上げられ、古田知事は 「将来にわたっ

て県として兼用を認めることはない」、県土整備部長は 「兼用案は廃案 とさ

れた」とそれぞれ答弁 しました。 (08.12/12岐 阜新聞)

年も押し迫った 12月 22日 、着工への動きを止めるために市民学習会 |ま

岐阜県に 「厳 しい財政状況の中、県は国に事業の休止を求めるよう」緊急

要請行動を行いました。堂薗河川課長は私たちの要請の趣旨を知事に伝え

るとともに県民の理解がない限り着工は認めないことを明言 しました.

国交省中部地方整備局 市民学習会は年が明けた 1月 13日 名古屋市、こお

いて国と交渉を行いました。国は岐阜県から 119項 目もの質問などの対応

が大変なよう (第 6回環境検討委員会を開催するにあたって環境 レポー ト

を 200か所以上も修正 しなければならない ドタバタ状態)です。しかし「環

境検討会の準備・遅れ」を理由に市民との対話を開ざしている国の姿勢は

筋違いです。市民は導水路工事で環境がどうなるか以前に、なぜ導水路事

業が必要なのか ?事業そのものを問うているのです。導水路の水を長良川

に流すことになった理由に 「河口堰の水の活用」があったことが明らかに

なった今、国はその説明を速やかにするべきです。交渉の中で椙田調整官

は 「今後も兼用を求める利水者があるなら協議することになる」と下流施

設兼用が課題になったままであることを明らかにしました。

愛知県 私たちが「導水路はいらない !愛知の会」の皆さんと2月 17日
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愛知県を訪れた際、土地水資源課の山本主幹は 「兼

用案は廃案となっていない。合意できなかっただけ

で、愛知県は引き続き要請 していく」ことを明らか

にしました。国や愛知県は岐阜県知事の 「将来にわ

たつて兼用を認めない」発言を歯牙にも留めない姿

勢です.

暗い過去を引きずった「長良川への導水計画」
~兼

甲_1し ようとぃぅ根強い動きはいったいどこ

から出てくるのでしょう。最近開示された資料で判

つてきました。その資料とは、河口堰着工直前の昭

禾「 62年 4月 、河口堰運用を控えた平成 5年 8月 及

び徳山ダム建設事業実施計画変更協議の時期 16年

7月 iこ 国が愛知県 。名古屋市に対 し「河口堰開発水

等つ取水位置に係る」確認や回答をした文書です3

i可 コ堰建設においてはェ水の需要見込みを失い

瑳設費負担ができなくなった二重県は建設に消極

三なり着工にあたって大きな障害になりましたこし

■・_、 この問題は二重県工水の水利権を愛知県、名

百三百がそれぞれ毎秒 3.9m3、 o.lm3を 引き受ける (隼設費負担する)こ とで調整され、着工が決定。
喜芙者である国をホッとさせました。その際、欲しくもないこの水利権を 「買わされた」愛知県、名古
垂百 三、「河口堰で確保する水は木曽川大堰を利用できる取水位置で」という要望を出し国はそれを「尊
重する_と 昭和 62年に回答 しました。ところが知多半島へ導く長良川導水路の取水口は堰直上流に決定。

愛知県は「約束が違 う」と国に問い純すとともに今後残 り

の河口堰の水利権分については要望する位置で取水する

ことを平成 5年に確認 しました。また、平成 16年の文書

では、国は「徳山ダムおよび長良川河口堰で開発 した水の

導水 |こ ついては愛知県、名古屋市の既存の取水・導水施設

が有効に利用できるよう協力する」ことを確認 しています。

タテマエで国は「河口堰の水は堰上流で取水するのが原則」

と答えますが、実際そうはならない背景にはこれらの経過

があるからでしょう。

国民の反対を押し切って建設 してしまった河口堰の「暗

い過去」の影で「徳山ダムの水を長良川に流す」という市

民には到底理解できない理不尽な計画ができました。必要

でない公共事業の後には必ず「つじつま合わせの新たな事

業」が作られます。先 日の愛知県交渉で「なぜ愛知県は導

水路事業を進めるのか ?」 という私たちの追及に、山本主

幹は開ロー番「徳山ダムがデキてしまったから」と「正直」

確 認 事 項

日土交通省中部地方螢饉局 (以 下、輸 埓」とぃぅ。)と名古趣市漱、徳
山ダム建設事業実施静面変箕協議:こあたり、下記事項を確認する。

整備島は,今震の本鐵川水系における水資源麓発基本計画の改定作業
での水資源分科会ならびに慎木曽川部会での議論を膝まえ、米曽川水
系の水資源安定供給確保および有効利用に努めるものとする。

2 整備局は、名古屋市が徳山ダムおよび長良川河口蝶で鱒発 した水の米
管川への尊水について、名古屋市の経存の取水・導水施設が有効に利
用できるよう協力するとともに、導水施設の先成に合わせて水利使用
が沸始できるよう協力するものとする。

+fr16E?AEE

口土交通省 中部地芳整備 ,爵 河チ|1部長 ■ 野 泰

暴[1111

名 古 尾 市 上 下水 道民 長    山 田 霧 雄
番

『

景曇量曾

瞳墨鹸

薦
良
川

の
潔
境
を

「
悪
化
さ
せ
な
け
で
」

職
苺
で
導
水
轄
挙
鬱
会

木
賊
川
下
流
域
へ
徳
歯

ダ
ム
の
水
か
選
範
嚇
水
略

の
建
一酸
針
国
に
つ
い
て
、

轟
康
川
の
¨
蔀
を
ル
ー
ト

と
す
る
業
に
反
対
し
て
い

る
「彙
農
用
に
鐵
山
ダ
ム

の
水
は
い
ら
な
い
」
市
民

学
一爾
会
襲
一藝
爾
【会

（代

表

・
粕
谷
志
郎
館
薫
大
教

授
）
が
こ
の
ほ
ど
、
最
串

市
で
学
霞
会
を
開
き
、
市

民
約
１
３
０
人
が
参
捕
じ

た
こミ

奎
た
７
で
求
〓
カ
メ

，
マ
ン
の
番
村
靭
意
さ
ん

が
、
晨
農
川
に
識
患
す
め

魚

類

ゃ

長

農

川

河

口

嬢

（
三
露
業

桑
名

市
）
付

近

の
摯
像

を
組
介

し
な

が

ら

基

襲
舞

贅

し

、
　

一
可

コ
種

の
建

設

ｔ
よ

り

、■
め
ら
ゆ

い悪 た る
,化 」生

露暮構黎
た て そ 少
ポ は 彙 な
の い 驚 く
後 け 翡 な

な` を や 畿繊川 への恩 い漱藩るパネ

い え こ を ど

露驚曇奮露骨
菫亀番誓:書

薦
村
さ
ん
や
ま
ち
づ
く
り

に
取
り
組
む
デ
ザ
イ
ナ
ー

の
蒲
騎
介
さ
ん
（餃
簗
市
）

ら
に
よ
る
パ
ネ
ル
デ
イ
ス

カ
ッ
シ
樹
ン
が
あ
つ
た
ｏ

蒲
さ
ん
は

「次
世
代
の
子

2(X)92/14毎 日新聞

リス トたゝ
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な回答。交渉団一同唖然 !|

立ち上げて 1年経つた長良川市民学習会の活動

1月 31日 朝日新聞朝刊に 「なぜ長良川に徳山ダム

の水を流さなければならないのかつ」意見広告 (全面)

を載せました。県民から大きな反響がありました。 1

週間後に開催 した第 5回市民学習会「長良川への想い」

には会場満員の 130名 の市民が詰めかけましたが、そ

の半分の 65名 の皆さんは初参加の人で 「長良川のこ

れから」を心配する真剣な市民でした。学習会で上映

された吉村さんの 「今見る長良川の自然 と生態」は、

とてもリアルでダイナミックな映像で大好評でした

が時間の制限で、河口堰の場面が上映できず悔やまれ

ました。是非続編を観たい 1と の声に応え4月 14日

(火 )ハートフルスクエアG大研修室において、専門家の討論も合

わせた第 6回市民学習会 「長良川への想いパー トⅡ」

を計画しました。ぜひご参加 ください。またシンポジ

ウム「長良川への想い」では若い世代の蒲さん亀崎さ

ム

んが登場 し明 日の長良川を考えた活動が語 られ、世代をつなぐ取組が期待 されました [

徳山ダム

2009.2/11 中 日新 聞

この 1年、様々な取 り組みを展開してきました。「なぜ

長良川にダムの水が ?」 の声は市民に広がり、年度内着工

はなんとか阻止することができました。国|ま事業の説明を

「先延ばし」しています。追及の手を緩めてはなりません。

運動をさらに強めましょう 1私たちは月 1回西平ダムと

長良川の千鳥橋において定例の水温調査活動をしていま

す。これらの地味で多様な取 り組みが国を追い詰めていま

す。多くの市民の人手と資金協力が必要です:皆 さまの活

動への参加や資金援助をお願いいたします 3

最後にビッグニュース。導水路事業費の最大負担者であ

る愛知県において「導水路の水はいらない |二 の運動が始

まりました。県に対して導水路事業への公金支出差止訴訟

を前提にした住民監査請求です。この運動を担 う「導水路

はいらない 1愛知の会」の発足総会が 3月 1日 名古屋市で

行われました。総会は約 70名 の市民で満員c監査請求人

名簿も 400名 を越 し、日標を 500名 に上乗せする勢いで

スター トしました。長良川市民学習会も熱いエールを披露

し今後の連帯を約束しました。愛知県外の人は請求人や原

告にはなれませんが「愛知の会」(年会費 2000円 )には入

会できますので是非協力してください。

二
〇
〇
八
年
度
内
か

た
。

大
変
厳
し
い
」

に
と
ど
め
た
。
し
か
し
、

主
に
養
知
県

で
、

〇
九
年
度
へ
の
ず
れ
込
み

ら
Ｃ
九
年
度
に
ず
れ
込
む

が
確
実
と
な
っ
て
い
る
。

鮫
車
県
は

一
一全
国
豊

事
業

と
が
十
日
、
分
か
っ

環
境
調
査
徹
底

新
年
度
に

昨
年
二

具

目
や
手
法
に
百
十
九
項
目

の
意
見
を
提
出
し
、
書
エ

釣
を
双
方
か
ら
取
っ
て
い

る
。

2009」 /31中日新聞

徳山ダム導水路

い
る
．

嶽
わ
っ

ｎ
島
蘭

桧
一、ヽ

知
県
は
こ
ぜ
●
た
な

戦
予
嫁
■
、
撚
な
財
漱
タ

尋̈
本
総
は
い
う
な
い

機
一鶴
犠
ル
五
ユ
耀
轟
機

撻

椰

薇
由
猥
Ｒ
漱
水
織
的
モ
襲

鍵
を
据
進
し
ヽ
い
を
．

舗
求
で
は

，
求
め
燃
撻

‥
こ
■
弾
・す
る
場
賠
，

こ
期
ヽ
溶
■
は

‐
尋
水

い
う
無

獣

な

事
業
ｌ
ｉ
ｔ

こ
機
割
し
て
い

■ Чた
ラ

α, ‥
螢
無
の
森
」

「愛
知
県
の
鶴
億
円
負
担
違
法
」

織
山

，ヾ
∵
一藤
」
騨
襟
繁
用
隣
一
の
よ
■
下
れ
観
で
利
ぶ

，
る
ヽ
料
凛
■
ふ
議
郡
導
水
整
一ツ
撫
で
、
螢

一辮
鮮

電

靭

漱
躙

い

翻

諄

『

報

一一一一穆
鞣
偏

水
お
一ふ
縛
撮
出
出
を
贅
鏃̈
さ
で
、
下
ｔ

む
ら
バ
イ
ザ
ウ
イ
γ
で

，
■
米
・渡
＝
颯
績
■
．
本
数

灘
機
構

さ̈
い
た
●
■
一
が
は
か
ら
肇
翼
″
ぷ
さ
継

挙
ｒ
■
―
卜
な
ｔ
い
ｔ
鷲
４
ドヽ
撮
す
．
彬
撃
藍
恭
Ｉ

勢
ｔ
ｔ
だ
■
た
だ
、
■
■
蜜
Ｌ
ず
れ
込
む

，
雛
臀
ホ

掘
い
．
鶯
駆
な
一鱒
豪
革

，
０
億
網
で
、
鐵
た，一攣
一料
、

成
準
、
■
礫
●
赫
、
お
１１‐―響
薔
が
餞
辮
て
る
．

湾
的
も
あ
り
、
戴
亀
、
二
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渇
水
対
策
へ
の
転
用
計
画

本
格
利
用
の
め
ど
が
立
た
な
い

長
良
川
河
口
堰
（二
重
県
）
の
活
用

の
た
め
、
国
土
交
通
省
と
愛
知
県

や
名
古
屋
市
な
ど
が
検
討
し
て
い

る
長
良
川
と
木
曽
川
を
つ
な
ぐ
導

水
路
計
画
の
事
業
費
が
約
６０
億
円

と
試
算
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か

っ
た
。
東
海
３
県
の
渇
水
に
備
え
、

徳
山
ダ
ム
（岐
阜
県
揖
斐
川
町
）
の

計
画
段
階
の
導
水
路
の

一
つ
と
兼

用
施
設
に
す
る
計
画
だ
。
河
口
堰

は
洪
水
対
策
以
外
に
、
工
業
用
水

な
ど
新
規
の
水
需
要
に
対
応
す
る

こ
と
を
主
目
的
に
建
設
さ
れ
た

が
、事
実
上
、渇
水
対
策
に
転
用
す

る
内
容
だ
。
Ｈ
３４
面
に
関
係
記
事

国
交
省
と
愛
知
、
岐
阜
、
二
重

県
、
名
古
屋
市
で
つ
く
る
「徳
山
ダ

ム
に
係
る
導
水
路
検
討
会
」
の
０６

年
１０
月
～
０７
年
８
月
の
内
部
資
料

を
、
国
交
省
が
「徳
山
ダ
ム
建
設
中

上
を
求
め
る
会
」
に
開
示
し
、
そ

の
内
容
か
ら
わ
か

っ
た
。
求
め
る

会
は
２６
日
に
詳
細
を
公
表
す
る
。

河
口
堰
は
９５
年
、
１
８
４
０
億

円
を
か
け
て
完
成
し
た
が
、
開
発

し
た
毎
秒
２２

．
５
ト

ン
の
水
の
う

ち
、
３

．
６
ト

ン
し
か
利
用
で
き
て

い
な
い
。
内
部
資
料
に
よ
る
と
、

新
た
な
計
画
で
は
河
口
堰
か
ら
十

数
キ

ロ
上
流
に
計
画
さ
れ
て
い
る
徳

山
ダ
ム
用
の
導
水
路
施
設
を
増
設

し
、
河
口
堰
で
た
め
た
水

（毎
秒

１０

．
０２
ト

ン
）
を
取
る
。
徳
山
ダ
ム

か
ら
の
水

（
毎
秒
０

．
７

ン
‐、
）
と

合
わ
せ
、
名
古
屋
市
な
ど
の
水
源

に
な
っ
て
い
る
木
曽
川
に
流
す
。

徳
山
ダ
ム
の
導
水
路
の
総
事
業

費
は
８
９
０
億
円
で
、
こ
れ
に
６０

億
円
を
上
乗
せ
す
れ
ば
河
口
堰
の

水
の
利
用
が
可
能
と
記
さ
れ
て
い

た
。
２
０
１
０
年
度
に
は
事
業
に

着
手
す
る
ス
ケ
ジ

ュ
ー
ル
案
も
作

ら
れ
て
い
た
。
国
交
省
は
、
徳
山

ダ
ム
の
２
本
の
導
水
路
が
完
成
予

定
の
２
０
１
５
年
度
の
実
現
を
め

ざ
す
考
え
と
み
ら
れ
る
。

国
交
省
は
有
効
活
用
を
強
調
し

た
い
考
え
だ
が
、
東
海
３
県
の
水

需
要
が
増
え
ず
徳
山
ダ
ム
の
水
利

用
も
疑
間
視
さ
れ
て
い
る
な
か
、

転
用
計
画
に
批
判
も
出
そ
う
だ
。

「求
め
る
会
」
事
務
局
長
の
近
藤

ゆ
り
子
さ
ん
は

「む
だ
な
河
口
堰

を
根
拠
づ
け
る
た
め
に
、
さ
ら
に

む
だ
な
導
水
路
を
造
る
む
ち
ゃ
く

ち
ゃ
な
計
画
」

。
河
川
環
境
課
長
は
取
材
に

「
河

な

渇
水
時
に
有
効

に
使
う
案
と
し
て
考
え
て
い
る
」

と
話
し
て
い
る
。

（伊
藤
智
章
）

河
口
堰
、徳
山
導
水
と
兼
用
案

転
用

つ
じ
つ
ま
合
わ
せ

長
良
川
河
口
堰
で
た
め
た
水
を

徳
山
ダ
ム
の
導
水
路
で
、
名
古
屋

市
な
ど
の
水
源
に
な

っ
て
い
る
木

曽
川
に
渇
水
対
策
用
に
流
そ
う
と

い
う
国
土
交
通
省
の
案
に
は
不
自

然
さ
が
つ
き
ま
と
う
。＝

１
面
参
照

徳
山
ダ
ム
の
水
を
い

っ
た
ん
長

良
川
に
分
流
さ
せ
、
別
の
導
水
路

で
木
曽
川
と
つ
な
げ
る
計
画
は
、

そ
も
そ
も
変
則
的
だ

っ
た
。
国
土

交
通
省
は

「長
良
川
の
環
境
改
善

の
た
め
」
と
説
明
す
る
が
、
シ
ジ

ミ
や
ア
ユ
に
ど
う
役
立
つ
の
か
、

詳
し
い
デ
ー
タ
は
な
い
ｃ
徳
山
ダ

ム
導
水
路
の
下
流
ル
ー
ト
は
、
河

口
堰
活
用
の
た
め
の
事
業
だ

っ
た

の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
念
す
ら

出
て
く
る
。

常
時
利
用
の
見
通
し
が
あ
る
か

三
重
県

長
良
川

河
口
堰

ら
こ
そ
巨
費
を
投
じ
て
造

っ
た
は

ず
の
河
口
堰
の
活
用
が
渇
水
対
策

と
は
。
し
か
も
、
明
ら
か
に
な

っ

た
内
部
資
料
に
よ
れ
ば
、
河
回
堰

の
水
を
中
流
で
取
る
と
、
そ
の
下

流
の
水
質
に
影
響
が
出
る
可
能
性

も
あ
り
、
制
約
が
大
き
い
。
長
良

川
の
水
は
実
際
に
は
年
間
２５
日
程

度
し
か
利
用
で
き
ず
、
７
月
２１
日

か
ら
９
月
２０
日
は
取
水
し
な
い
、

な
ど
の
条
件
が
検
討
さ
れ
た
と
い

う
。
こ
れ
で
渇
水
対
策
と
し
て
有

効
と
言
え
る
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）
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「大洲市長選かく闘えり・・・国交省官僚を副市長に」	

有友	正本	

市長選へ	

昨年（２００８年）四月ごろから市長選挙をどうするかという議論が、一般の市民の間

でも議論されるようになってきた。また、前回の市長選に立候補していただいた城戸正紀

氏からも、私の属する超党派（大洲市議会内の無所属会派）のメンバーそれぞれに対し「市

長選へ向け候補者の擁立を」と要請がありました。超党派の仲間の議論は、私の名前が挙

がるものの、結束してやろうということにはなりませんでした。市民の皆さんからは、現

職の議会内多数派であることを利用しての我田引水的市政運営に対して、強い批判の声が

上がり続けていました。 
そして、八月の初旬五名の皆さんから私に対して、市長選立候補の要望書が届いた。五

名の皆さんは、長浜漁協組合長の中原さん、肱川漁協組合長の楠崎さん、弁護士の奥嶋さ

ん、前回の市長候補の城戸さん、市議で歯科医師の二宮さん。取り次いでいただいたのは、

中野茂明市議でした。その時の私の気持ちは『立候補しなければならないのかな、他に人

はいないのか。』というのが正直なところでした。同時に私が市長なら山鳥坂ダムが止めら

れる、私なら財政健全化を実現しなければならないことの意義が分かっていると思ってい

ました。 
このことが直接の引き金になったとは思っていませんが、九月から十月にかけて市長選

に立候補するようにという、強い要望が私に直接寄せられるようになりました。大森市政

に対しては、図書館建設やその用地の取得そして東大洲のふれあいパークの用地取得（所

有者は市長の大森氏だった。）に対し根強い批判の声があることを知っていましたが、その

批判を解決するために私が市政を担当するという方向が求められるようになってきたので

す。同時に、ダム問題に対しても、私がそれまで感じていた以上に反対の声が強いことも

分かりました。 
私が立候補するのであれば市長選の争点は２点です。肱川の治水対策と行財政改革を如

何に進めるかということになります。特に、私が市議当選以来１４年間取り組んできた山

鳥坂ダム建設問題に関して、中止という答えが出せます。 
どちらの課題も、これまで市民の声を無視して事業を押し進めてきたことにあります。古

くて新しい課題である市民の声を如何に反映していくのかということが問われます。特に、

私が市議当選以来１４年間取り組んできた山鳥坂ダム建設問題に関して、中止という答え

が出せます。 
しかしここで、注意しておかなければならないことがあります。新人が首長選に挑み、

ダム反対を掲げて当選した例は、寡聞にして木頭村の藤田惠さんしか知りません。長野県

知事を務められ、脱ダム宣言で有名な田中康夫さんも、初当選の時には脱ダムを掲げては

いらっしゃらなかったと思います。その原因の一つは、マスコミがダム推進対ダム反対と

いう構図を作り上げてきたことにあるのではないでしょうか。そうすると報道がしやすい

のです。その結果、新人については、ダム問題以外のことは報道されません。これに対し、

現職はどのような政策を進めていても、総合的に施策に取り組んでいます。私が立候補す

るのなら『山鳥坂ダム建設反対』という言葉を使うことはできない。使えば、私が市議会
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議員としてやってきたことが消されると、思っていました。 
結論が出せないまま、悶々と思い悩む日が続くようになってきました。変革を求める市

民の皆さんからの強い声があるとはいえ、首長選挙では８０％現職が勝つとデータが示し

ています。選挙を行うと多くの皆さんに迷惑をかけます。これに応えるためには、どうし

ても当選し期待に応えなければなりません。 

決意	

十一月二日から三日にかけて、愛知県新庄市で開催された設楽ダム建設中止を求める全

国集会・水源連総会に、中野茂明市議と共に参加した。ここでも、市長選への出馬を多く

のみなさんから要請された。設楽ダム問題にかかわる皆さんの、豊川を思う気持ちには人

を強く引きつけるものがありました。徳島県木頭村で村長を務められ国が計画する細川内

ダムを、国の巨大ダムとしては日本の行政史上で初めて中止させられた藤田恵さんからの

アドバイス「自治体の長はダムを止められます。」は胸に響きました。頭の中では分かって

いても、実際に格闘した人の言葉は違います。市議になって以来一四年間肱川の治水対策

とりわけ山鳥坂ダム問題に取り組んできました。 
しかし、このときは決意できないでいました。その後、『俺は６０歳じゃないか。サラリ

ーマンを続けていれば定年だ。それなら選挙の勝ち負けは別として、挑戦しよう。後から

後悔したくない。市民の皆さんのお役にたてるなら決意しよう。』という気持ちになりまし

た。それが、１１月の初めです。 

選挙戦 

	 早速、選挙の準備に取りかかりました。 
前回の市長選挙を城戸陣営でともに戦った約十名の皆さん、プラス前回旗幟を鮮明にされ

なかったみなさんに集まっていただき後援会の中心メンバーになっていただくことをお願

いしました。 
	 すべて手作りで臨まなければなりません。基本戦略は、草の根で支持を広げることです。 
私の立候補に当たって前回市長選では、城戸陣営ではなかった皆さんからも立候補を促

され激励されていました。この皆さんを梃に、前回の桝田票一万を取り込まなければなり

ません。これが選挙の結果を決めるカギです。次第に思わぬところから、前回は桝田さん

を応援したが今回は有友を応援すると、支援の手を差し伸べていただいた。そうしている

うちに、県紙が私の市長選立候補の記事を一面で流しました。見出しは、『大洲市長選	 有

友市議出馬へ』となっています。これはまずいと、後援会の皆さんと相談し記者会見の準

備に入り一一月一七日記者会見を計画しました。公表は先に延ばし、その間にできるだけ

支持を広げていく作戦を採っていました。 
	 ここで一波乱、『ダム反対』は言わないことにしていましたが、記者からダム問題につい

てはと質され「肱川の治水は、堤防と河道の掘削で可能。ダムによる治水は危険、四年前

と三年前ダムの但し書き操作でひどい災害を流域住民受けた。」と述べた。すると「それで

は何のことかわからない。賛成なのか反対なのか」同じことを繰り返され、「これまでの発

言から比べると、腰が引けているではないか。」と別の記者に発言された。ここに及んで、

「ダム反対」と発言せざるを得なくなった。 
	 一一月三十日の午前中、いよいよ事務所開きを行うことになった。約百人の皆さんに参
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加していただいた。 
午後は財政アナリストの青木秀和氏による市政勉強会「どうなる世界経済、どうなる我

が家の貯金、再建できるか大洲市財政」と題した講演を行っていただいた。多くの支援者

に集まっていただき、後援会組織も形が出来上がり、選挙戦を戦う体制が出来上がりまし

た。会長は前回の市長候補の城戸正紀氏、選対本部長は長浜の中野茂明市議です。 
	 さてここで、国会議員の政策秘書を務めた友人から、立候補に当たっての自己の思いを、

なぜ市長選なのかを文章化して、全戸配布するように勧められた。その理由は、一番目に

どうしても市長選挙に立候補しようとすると、何を考えて立候補しようとするのか広く市

民に知っていただく必要がある。その付帯効果として、全戸配布することにより知名度が

一般的に２０％上がる。このアドバイスを受け入れ、「私の志」と題した文章を作成しまし

た。また、中野茂明市議からは市政に対するアンケートを行うように勧められ、アンケー

トを作成した。この二つを全戸配布することになった。この二つは、選挙戦を戦う上で大

きな効果を生んだ。野菜作りに例えれば、地均しに相当する役割を果たした。アンケート

の回答で１００％近くの市民の皆さんが、大洲市が説明責任を果たしていないと判断され

ていることなど、市民の皆さんの市政に対する率直な気持ちを知ることができました。 
	 年が明けました。気持ちを新たにして、初詣の参拝客が多い神社での名刺配りを思いつ

きました。長男にも同行させ、長男にはリーフレットを配布させました。街頭での演説を

早く始めるように求められ、開始しました。軽自動車にスピーカーを載せ、三人から四人

が乗り込みます。私が演説を行い、他の人がチラシを配って回ります。はじめのうちは、

こんな反応でいいのかなと思いながら街頭演説を行っていましたが、徐々に反応が良くな

ってきました。演説の内容は、市民の声が市政に生かされていないこと、ダム問題、大洲

市の財政問題などです。昨年のうちは、「一月市長選挙ですか？えっ、有友さん立候補する

のですか？」という答えもありましたが、年が明けるとそういう反応はほとんどなくなり

ました。告示の直前には、こんなに反応が良くていいのかと思うほどの状態になってきま

した。 
	 これと並行して、相手陣営の動きも伝わってきます。市政報告会を地区別に進められて

いるようです。ポスターも、各地で目にするようになってきました。屋内用と称して、店

舗や農協の支所に掲示させているようです。地方選挙では、候補者個人のものは、不特定

多数の人の目の付くところに掲示することはできません。違反だということは判った上で、

意識的に張らせているのではないでしょう。 
	 面白いこともありました。市の選管の職員から電話が入ってきました。用件は、街頭で

私が「市長候補	 有友」と言っていると、現職陣営から抗議があったというのです。私は

「ひょっとすると誤って、一度か二度言っているかもしれない。」と答えたところ、電話の

前に相手の政策チラシが貼ってあります。これには「大洲市長候補	 大森隆雄」と明確に

印刷されています。今度は逆に、このチラシのことを抗議しました。選管から相手陣営に

配布しないよう要請があったはずです 
告示 

	 一月十八日、この日が告示です。出陣式には参議院議員の友近氏、民主党の愛媛第４支

部長高橋氏が駆けつけていただいた。また、ダム問題にかかわる全国の皆さんを代表して、

水源連の遠藤氏にも参加していただいた。前日はまだ、少し喉が痛い程度で声は十分出て

いましたが、声がかすれてほとんど出ません。ここは、喉が裂けても声を出さなければな
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らないところと、必死で声をあげました。現市政が、説明責任を果たしていないこと、肱

川の治水対策のあり方について、市民参加で財政健全化を図ること、市民参加の町づくり

などを訴えました。大洲市政の問題は、すべて市民の声を無視してきたことに、端を発し

ています。	

	 翌日の新聞によると、大森陣営には約１，４００人の参加で、わが陣営には４００人の

参加と出ていました。前回は自民党は分裂選挙でしたが今回は一本化２３名の市議が応援

に回り、建設業界・農協が支援に回りました。告示までの反応、初日の反応に手応えを強

く感じていましたので、負ける気は全くしませんでした。告示になると、告示前と比較し

て反応がまったく異なってきました。私への支持が急激に上がってきているようです。	 さ

て選挙期間中の天気予報はまあまあの予報ですが、週末は雪の予報が出ています。できる

だけ早目の投票を呼び掛けることにしました。現職陣営は前回市長選で、かなり組織的に

期日前投票をしています。注意しなければなりません。選挙期間中もいろいろありました

が、一つ一つ乗り越えてゆくことができました。支持も着々と広がっています。	

選挙期間中朗報が入りました。水源連の遠藤氏からの求めに応じて、参議院議員の大河

原雅子さんが東京から私の応援に入っていただくことになりました。二十四日（金）の午

後です。共にマイクを握り、私への支持を求めていただきました。	

選挙結果 

二五日は投票日です。選挙戦の興奮冷めやらぬ中ですが、朝寝坊の私も連日の朝の六時

起床が身についてしまったようです。六時には、目が覚めてしまいました。選挙期間中は

一月としては暖かい日が続いたのですが投票日の今日は冷え込んでいます。道路には少し

ですが積雪が、そしてかなり冷え込んでいます。九時には事務所へ出ました。あれだけの

反応があったのだから、天気のことが気になりながらも間違いないだろうと思っていまし

た。午後に入ると続々と応援していただいた皆さんが事務所へ来ていただきます。それぞ

れの皆さんが、電話でダメ押しをしたり、投票所へ行けない人を投票所へ連れて行ってい

ただいたりしています。 
開票は午後九時半からです。投票率は６４．８４％です。十時頃開票の第一報が入りま

した。どちらも１０，０００票です。歓声が上がります。「勝つぞ！」の声が事務所に響き

ます。十時四十五分頃、最終得票の発表です。残念なことに敗戦です。 
	 １３，３９０票	 	 大森隆雄 
	 １２，４８８票	 	 有友正本 
翌日の地元紙の見出しです。 
『大洲市長に大森氏再選	 有友氏に９０２票差	 ダム建設推進訴え 
	 手法に批判信任遠く』 
『大森さん「夢市民に」	 大洲市長選	 辛勝	 重みかみしめ 
	 ４年間命かける』 
『草の根	 有友さん無念	 	 ダム問題点今後も訴え』 

副市長問題	

	 選挙戦が終わり、直後に浮上したのは副市長問題です。２月１２日中野茂明市議に会っ

たところ市長の大森氏から「副市長に、県の土木部長の清水裕氏（国土交通省より出向）
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を起用したい。」と話があり、受け入れられないと返事をしたとのことでした。１７日に臨

時議会を開催し、ここで提案するとのことでした。この話を聞いて感じたことは、現職の

大森氏は市民からの信任を受けたとは言えない結果であるにもかかわらず、三分の一は棄

権、三分の一が支持、三分の一は有友という選挙結果、なぜこんな人事を行うのか。選挙

結果だけから判断すれば、決して市民はダムを受け入れたのではありません。そして、山

鳥坂ダムを建設するためだけなのか。という疑問が湧いてきました。市民の信任を受けら

れなかった市長が国土交通省や愛媛県と相談して、何が何でもダムを建設するためこの人

事を行ったのではないはずです。	

	

	 翌１３日この人事に関する記事が愛媛新聞に掲載されていました。	

見出しは、次の通りです。	

『大洲市 副市長に前県土木部長 国交省の清水氏 ダム建設推進狙いか』 

『山鳥坂シフト人事 初代工事事務所長 市民ら賛否』 

この記事の全体の論調は、私が感じたようにダム建設推進が正面に出ています。引っかか

ったのは、鹿児島県川内市で助役を経験していることです。大洲市程度の規模の自治体へ、

県の土木部長を経験した５４歳の国交省キャリアが天下るのが普通の人事なのでしょうか。

官僚制度に詳しい友人に確認してみたところ、今回の副市長人事はかなり異常だとのこと

です。大洲市程度の規模だと本省の４０歳前後の課長補佐か課長代理クラスを送り込むの

が、順当なところだそうです。だとすれば、これは格下げ人事です。一般的に官僚の世界

で、格下げ人事が行われるのは、不祥事があったときだけのはずです。清水氏に絡む不祥

事の話は出てきません。ここまで考えて、私はこの人事には裏があると確信しました。大

森市長は、土木部長としての清水氏を見て、ぜひ副市長に欲しいと思ったかもしれません

が、愛媛県や国土交通省は別のことを考えたのです。	

考えさせたのは、今回の市長選の結果です。三分の一の支持しか得られない薄氷の当選だ

った大森氏を見捨て、四年後の大洲市長選を考えたのです。その結果が、今回の副市長人

事となったのです。これで、ダム推進の四年後の市長候補が出来上がったのです。「国との

パイプ」を強く持つ副市長を、次の市長候補にするというシナリオが透けて見えます。国

土交通省のキャリア出身の市長ならば、保守票をとりやすいと考えてもおかしくありませ

ん。 
 
	 さらに、この副市長は、国交省をバックにすべての言動を行うことになるのではないで

しょうか。しばらくはおとなしくしていることも考えられますが、いずれは市長に対して

も対等以上の立場でものを言うようになるのではないでしょうか。こんなことも考えられ

ます。一級河川の都道府県管理や、地方整備局のあり方が問題になっています。国土交通

省は、必死にそれに代わるものを画策しているはずです。職員の天下り先です。副市長だ

けでとどまるのでなく、部長や課長の天下りもあり得るのではないでしょうか。こうなる

と大洲市とは名前だけで、実態は国交省の植民地ということになりかねません。 
私の心配が、杞人の憂いであれば大洲市民にとって幸いなことです。ぜひ、そうであっ

てほしいと願っていますが。	
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